
文
化
遺
産
国
際
協
力
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
第
36
回
研
究
会

―近年の法改正をめぐる背景と展望―

日中韓における
文化遺産政策のいま
日中韓における
文化遺産政策のいま
日中韓における
文化遺産政策のいま
日中韓における
文化遺産政策のいま
日中韓における
文化遺産政策のいま
日中韓における
文化遺産政策のいま

2025-2026日中韓文化交流年記念事業2025-2026日中韓文化交流年記念事業

報 告 書

主催：文化遺産国際協力コンソーシアム、文化庁 後援：外務省

文
化
遺
産
国
際
協
力
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

3
6
回
研
究
会
　
日
中
韓
に
お
け
る
文
化
遺
産
政
策
の
い
ま
　
―
近
年
の
法
改
正
を
め
ぐ
る
背
景
と
展
望
―
　
報
告
書



文化遺産国際協力コンソーシアム第36回研究会

報　告　書

日中韓における
文化遺産政策のいま

―近年の法改正をめぐる背景と展望―

文化遺産国際協力コンソーシアム



文化遺産国際協力コンソーシアム第36回研究会

報　告　書

日中韓における
文化遺産政策のいま

―近年の法改正をめぐる背景と展望―

文化遺産国際協力コンソーシアム



目　次例　言

開会挨拶・趣旨説明
小嶋 芳孝 （文化遺産国際協力コンソーシアム東アジア・中央アジア分科会長 / 金沢学院大学 名誉教授） 

6

8

18

28

36

42

56

講演1　日本の文化財保護政策と文化遺産国際協力
塩川 達大 （文化庁文化資源活用課 課長） 

講演2　中国における文物保護法の改正及び文化遺産国際協力の現状
杜 暁帆 （復旦大学文物与博物館学系 教授） 

講演4　国家遺産庁の国際交流協力の現況と課題
パク・ヒョンビン （国家遺産庁遺産政策局国外遺産協力課 課長） 

閉会挨拶
青木 繁夫 （文化遺産国際協力コンソーシアム 副会長）

ディスカッション
モデレーター：海野 聡 （東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 准教授） 
コメンテーター：八並 廉 （九州大学法学研究院国際関係法学部門 准教授） 
パネリスト：
塩川 達大、杜 暁帆、ベク・ヒョンミン、パク・ヒョンビン、
友田 正彦 （文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長 / 東京文化財研究所 副所長） 

講演3　国家遺産基本法と国家遺産体制への転換*
ベク・ヒョンミン （国家遺産庁革新行政担当官室 行政事務官）*韓国語による講演 
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　皆様、こんにちは。ご紹介いただきました、
小嶋でございます。本日は、文化遺産国際協力
コンソーシアム第36回研究会にご参加いただ
き、誠にありがとうございます。本研究会は、
文化遺産国際協力コンソーシアムと文化庁の
共催、外務省の後援により開催いたします。開
会にあたり、主催者を代表してのご挨拶と趣旨
説明をさせていただきます。
　文化遺産国際協力コンソーシアムは、オール
ジャパン体制での文化遺産国際協力を推進す
ることを目的とした産官学民の連携によるプ
ラットフォームとして設立され、さまざまな機
関、団体、専門家が文化遺産保護に関する最新
情報を共有するための活動を行っています。
その一環として、年2回程度、研究会を開催し、
文化遺産をめぐる国際動向や協力のあり方に
ついて、専門家の間での情報交換や議論の場を
提供しています。また、各国の取り組みや支援
ニーズを把握するための調査も行っており、昨
年度は、韓国における文化遺産保護制度改革や
文化遺産国際協力体制の最新動向について調
査を実施しました。詳しくは、コンソーシアム
のホームページにて報告書を公開しています
ので、ぜひご覧ください。
　本日の研究会は、昨年の国際協力調査の成果
も踏まえ、「文化遺産政策」に焦点を当てるこ
ととしました。近年、少子高齢化や都市一極集
中、地球温暖化の進行など、急速な社会的・環

境的変化を背景に、世界各国で文化遺産保護の
在り方を見直す動きが進んでいます。例えば、
保護対象となる遺産の多様化、地域社会や経済
発展との調和、観光開発や自然災害への対応と
いった課題に対して、従来の枠組みを超えた柔
軟かつ実効性のあるアプローチが模索されて
います。本研究会では、この10年間で政策転
換が進んだ東アジアの三か国、日本・中国・韓
国の事例を取り上げ、それぞれが抱える社会的
背景や政策的課題、そして制度的な対応につい
て議論します。とくに、共通する課題への取り
組みを通じて相互理解を深めるとともに、各国
が推進する文化遺産国際協力の最新状況につ
いても情報共有が図られることを期待してい
ます。
　本研究会は、「2025‒2026日中韓文化交流年
記念事業」の関連イベントに認定されていま
す。2024年5月27日に韓国・ソウルで開催さ
れた第9回日中韓サミットにおいて、三か国の
首脳は、文化が三か国の国民をつなぐ架け橋の
役割を果たすことを認識し、2025年および
2026年を「日中韓文化交流年」とすることを
決定しました。その枠組みにおいて、本日のよ
うに日中韓の専門家が一堂に会し、文化遺産保
護や国際協力における共通の課題について意
見を交わすことは、「日中韓文化交流年」の理
念に即した、非常に意義深い機会と考えており
ます。
　続いて、本日のプログラムをご紹介します。
　初めに、文化庁文化資源活用課長の塩川達大
さんより、「日本の文化財保護政策と文化遺産
国際協力」についてご講演いただきます。塩川
さんには、政策立案者の立場から、日本の文化
財保護や国際協力をめぐる課題、対応策、そし
て今後の展望についてお話しいただきます。
　次に、中国・復旦大学教授の杜暁帆さんより、
「中国における文物保護法の改正及び文化遺産
国際協力の現状」についてご講演いただきま
す。杜さんは、ユネスコ東アジア地域事務所で
の勤務経験もお持ちで、東アジアにおける世界
遺産や文化遺産の保護・協力に精通されてい

ます。現在は、国家文物局にも助言をされる専
門家としての立場から、中国の政策の現状と展
望についてご紹介いただきます。
　休憩を挟み、韓国の事例に移ります。まず、
国家遺産庁革新行政担当官室行政事務官のベ
ク・ヒョンミンさんより、「国家遺産基本法と
国家遺産体制への転換」についてご講演いただ
きます。ベクさんは、文化遺産政策の制度改革
の実務を担当されており、昨年施行された新た
な法律や制度の枠組みについて、現場の視点か
らご説明いただきます。
　続いて、同じく国家遺産庁遺産政策局国外遺
産協力課長のパク・ヒョンビンさんより、「国
家遺産庁の国際交流協力の現況と課題」につい
てご講演いただきます。パクさんには、国際協
力事業を監督する立場から、韓国における文化
遺産国際協力の歴史や現状、そして将来的な展
望についてお話しいただきます。
　その後、再度休憩を挟み、ディスカッション
に移ります。モデレーターとして、東京大学大
学院工学系研究科建築学専攻准教授の海野聡さ
ん、またコメンテーターとして、九州大学法学
研究院国際関係法学部門准教授の八並廉さんに
ご登壇いただきます。さらに、講演者の皆様に
加え、文化遺産国際協力コンソーシアム事務局
長および東京文化財研究所副所長の友田正彦さ
んにもパネリストとしてご参加いただきます。
日中韓三か国における文化遺産政策および国際
協力について、共通する課題やそれぞれの対
応、今後の展望について、議論を深めてまいり
ます。
　本日の研究会が、各国の文化遺産政策の現状
と課題を共有し、それぞれの取り組みを学び合
うことで、文化遺産保護と国際協力のさらなる
強化を図るための貴重な機会となることを期待
しております。どうぞ最後までご参加いただ
き、実りある議論の場を共に築いていただけれ
ば幸いです。
　それでは、本日はどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　

小嶋 芳孝 （こじま よしたか）
文化遺産国際協力コンソーシアム東アジア・中央アジア分科会長
金沢学院大学 名誉教授
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日本の文化財保護政策と
文化遺産国際協力 
塩川 達大 （しおかわ たつひろ）
文化庁文化資源活用課 課長

京都大学経済学部卒業、School of Public Policy, University 
College London修了。1996年文部省（当時）入省、岐阜
県特別支援教育課長、同学校支援課長、文化庁文化財部伝
統文化課文化財国際協力室長、内閣官房副長官補室付企
画官（地方創生（政府機関移転）担当）（併）文化庁長官官
房、スポーツ庁学校体育室長、初等中等教育局参事官（高
等学校担当）、高等教育局専門教育課長等の勤務を経て、
2024年8月より文化庁文化資源活用課長。 

　ご紹介いただきました、日本の文化庁の塩川
でございます。私の方からは、このような演題
で、ご説明させていただきます（図1・2）。皆
様も既にご承知かもしれませんが、文化財保護
法の体系や経緯について少し詳しく説明した
いと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　文化財保護政策について、まず説明させてい
ただきます（図3）。文化財保護法ですが、皆様
ご承知の通り、戦前にも法律は存在していまし
た。一番古いのは、1871年の当時の太政官の
布告なので、今風に言うと、行政命令になりま
す。1897年には、古社寺保存法があり、その後、
国宝保存法などもできましたが、現行の文化財
に関する全般的な体系整備をしたのは、1950
年の文化財保護法になります。新たに日本国
憲法の体制となり、様々な法律の議論がありま
したが、1949年の法隆寺金堂壁画の焼損が
きっかけとなりました。定義で示す通り、有形、
無形、民俗文化財、それから記念物、文化的景
観、伝統的建造物群の6類型を文化財と整理し
ています（図4）。その上で、重要なものを重要
文化財に、建造物等については、その上に国宝
を指定するという2段階指定になっているの
が、日本の文化財保護法の特徴です。

　任務と心構えについては、政府と地方公共団
体は当然責務を有するという整理にしている
一方で、一般国民についても協力する責務、そ
れから、文化財の所有者などにおいては、公共
のために保存、それから公開するといった活用
に務めなければならないという責務を課して
います。政府、地方公共団体、それから、国民
全般、所有者などの関係者すべてがそれぞれの
役割分担を果たしながら、文化財を保存、それ
から活用していこうというのがこの法律の目
的と言っても良いと思っています。
　文化財保護法のスキームですが、今ほど述べ
たようにそれぞれの役割を設けています（図
5）。国については、文化財の指定・選定・登録、
それから修理等への補助の財政支援も行いま
すし、地方公共団体については、各自治体で条
例を設けるとともに、各地域の指定文化財の指
定を行います。ポイントとしては、各役割を定
めていること、それから公開して活用していく
ということを、1950年の時から制度化してい
る点が、この法律の大きな特徴です。
　今ほど6類型と言いましたが、それをチャー
トで示したものがこちらです（図6）。有形、無
形、民俗、記念物、文化的景観、伝統的建造物
群を緑で6類型記載していますが、文化財保護

法の一つの大きな特徴は、二つ目の無形文化財
について、戦前には法的に位置づけられていな
かったものを1950年のタイミングで位置づけ
たことです。それから累次改正していくこと
で、文化財保護法はアップデートを図ってきま
した。1950年に無形文化財は最初から位置づ
けられましたが、その後1954年の改正で重要
無形文化財、俗に言う人間国宝の制度を設けて
いますし、伝統的建造物群については1975年
の改正で、文化的景観については2004年の改
正で位置づけられています。こういった形で、
文化財として保存・活用し、その上で次世代継
承する範囲を広げてきたのが、文化財保護法の
体系です。
　こちらは、有形・無形文化財関係とユネスコ
の無形文化遺産の保護に関する条約（以下、無
形文化遺産保護条約）の関係でまとめたもので
す（図7）。とりわけこの条約については、各国
の国内法体系に影響を与えているかと思って
おりますが、採択された3年後の2006年に発
効されました。それから、文化芸術振興基本法
（現、文化芸術基本法）という法律があり、こち
らの中では、文化財といった概念を超えて、生
活文化を中心とした幅広い文化の普及に関す
る基本法として設けられたものです。どちら
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2024年8月より文化庁文化資源活用課長。 

　ご紹介いただきました、日本の文化庁の塩川
でございます。私の方からは、このような演題
で、ご説明させていただきます（図1・2）。皆
様も既にご承知かもしれませんが、文化財保護
法の体系や経緯について少し詳しく説明した
いと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　文化財保護政策について、まず説明させてい
ただきます（図3）。文化財保護法ですが、皆様
ご承知の通り、戦前にも法律は存在していまし
た。一番古いのは、1871年の当時の太政官の
布告なので、今風に言うと、行政命令になりま
す。1897年には、古社寺保存法があり、その後、
国宝保存法などもできましたが、現行の文化財
に関する全般的な体系整備をしたのは、1950
年の文化財保護法になります。新たに日本国
憲法の体制となり、様々な法律の議論がありま
したが、1949年の法隆寺金堂壁画の焼損が
きっかけとなりました。定義で示す通り、有形、
無形、民俗文化財、それから記念物、文化的景
観、伝統的建造物群の6類型を文化財と整理し
ています（図4）。その上で、重要なものを重要
文化財に、建造物等については、その上に国宝
を指定するという2段階指定になっているの
が、日本の文化財保護法の特徴です。

　任務と心構えについては、政府と地方公共団
体は当然責務を有するという整理にしている
一方で、一般国民についても協力する責務、そ
れから、文化財の所有者などにおいては、公共
のために保存、それから公開するといった活用
に務めなければならないという責務を課して
います。政府、地方公共団体、それから、国民
全般、所有者などの関係者すべてがそれぞれの
役割分担を果たしながら、文化財を保存、それ
から活用していこうというのがこの法律の目
的と言っても良いと思っています。
　文化財保護法のスキームですが、今ほど述べ
たようにそれぞれの役割を設けています（図
5）。国については、文化財の指定・選定・登録、
それから修理等への補助の財政支援も行いま
すし、地方公共団体については、各自治体で条
例を設けるとともに、各地域の指定文化財の指
定を行います。ポイントとしては、各役割を定
めていること、それから公開して活用していく
ということを、1950年の時から制度化してい
る点が、この法律の大きな特徴です。
　今ほど6類型と言いましたが、それをチャー
トで示したものがこちらです（図6）。有形、無
形、民俗、記念物、文化的景観、伝統的建造物
群を緑で6類型記載していますが、文化財保護

法の一つの大きな特徴は、二つ目の無形文化財
について、戦前には法的に位置づけられていな
かったものを1950年のタイミングで位置づけ
たことです。それから累次改正していくこと
で、文化財保護法はアップデートを図ってきま
した。1950年に無形文化財は最初から位置づ
けられましたが、その後1954年の改正で重要
無形文化財、俗に言う人間国宝の制度を設けて
いますし、伝統的建造物群については1975年
の改正で、文化的景観については2004年の改
正で位置づけられています。こういった形で、
文化財として保存・活用し、その上で次世代継
承する範囲を広げてきたのが、文化財保護法の
体系です。
　こちらは、有形・無形文化財関係とユネスコ
の無形文化遺産の保護に関する条約（以下、無
形文化遺産保護条約）の関係でまとめたもので
す（図7）。とりわけこの条約については、各国
の国内法体系に影響を与えているかと思って
おりますが、採択された3年後の2006年に発
効されました。それから、文化芸術振興基本法
（現、文化芸術基本法）という法律があり、こち
らの中では、文化財といった概念を超えて、生
活文化を中心とした幅広い文化の普及に関す
る基本法として設けられたものです。どちら
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かというと、文化財保護法の上位概念的な法
律になっていますが、文化財保護法上の文化
財の射程の少し外あるいは、はみ出ているも
のについても、この基本法が対象にしている
とご理解いただければと思っております。こ
れらが国内の法体系であります。
　直近の二回の改正についての説明を少し深
めにさせていただきます。一回目が、2018年
の改正でして、こちらは趣旨の部分にも記載
の通り、地域における文化財の計画的な保存・
活用や、地方文化財保護行政の推進力の強化
を図るということが目的であります（図8）。
主なポイントは、概要の(１)の②に記載の通
り、とりわけ市町村において、文化財の保存・
活用に関する総合的な計画、文化庁内では地
域計画などと略していますが、これを作成で
きるということです。さらにその作成にあた
り、住民の意見の反映に努めるということで、
協議会を設けられるという建付けになってい
ます。計画認定による効果は、重要文化財等
よりも緩やかな支援と緩やかな形で次世代に
継承していくという登録文化財について、ど
れが対象かといったことを自発的に提案でき
るということが挙げられます。それから、現
状変更の認可等の権限について、この計画を

定めた市町村でもできるということで、規制
緩和をしているのが、大きな特徴であります。
　この法改正の大きな背景としては、文部科
学大臣から文化審議会に諮問して、それを踏
まえてまとめていただいたわけですが、2017
年、そして2018年は、人口減少問題に初めて
日本が取り組んだ頃になります（図9）。こう
した問題に初めて政府全体として取り組まな
いといけないという中、地域コミュニティと
いうものが脆弱化しており、消滅可能性自治
体などが出てきた最初の頃ですので、地域コ
ミュニティを視野に入れた時に、文化財の保
存・活用が元々の文化財保護法が想定してい
たような、所有者が活用等の一義的な責務を
負うということではなかなか厳しいのではな
いかという考え方から来ています。同時に、
文化財の異なる類型に加えて、国指定、登録文
化財あるいは市・県指定文化財、未指定の文
化財もある中で、それらを各地域で、いわば
「群れ」として捉えていただいて、その上で地
域の人々にとってのアイデンティティという
のは何なのかを考えていただく。その上で保
存・活用するということで、その基本方針と
して、各地域における計画を作っていくのが
良いのではないかといった考え方に基づいて

おり、このスライドのような体制で、計画を作
成するということを位置づけたところです（図
10・11）。ただし、全国の中で計画を作成した
自治体の数は、まだ5割にも満たないのが実情
ですが、こういった形で人口減少時代の各地
域における文化財のあり方を、地域の人が主
体的に考え、取り組んでいただくということ
こそ、この2018年の法改正の大きな意義目的
だったと考えています。
　次に、2021年の法改正について、ご説明い
たします。こちらの法改正は、無形文化財と
無形民俗文化財について、登録制度を新たに
設けたものです。概要の1の(１)に記載の通り、
重要無形文化財に指定されていないが、保存・
活用の措置が特に必要なものに対して、登録
制度を設けてあります（図12）。また(２)の通
り、無形の民俗文化財についても同様に登録
制度を設けました。
　先ほども少し触れた文化芸術基本法第12条
では、道の文化、茶道、華道、書道や食文化な
どの生活文化を規定しています（図13）。この
ような人々の暮らしの中で生まれた道の文化
については無形文化財として位置づけができ
るのではないか。また、民俗芸能や風俗慣習の
ような地域の生活の営みと密接なものについ

ては無形の民俗文化財として整理ができるの
ではないか。さらには、人口減少等によって継
承が難しい中、こういった登録をすることによ
り、次世代継承の方を図っていく必要があるの
ではないか、ということが制度化の背景にあり
ます。
　この登録制度ですが、1996年にいわゆる建
造物の分野から、順次拡大しているという風に
ご理解いただければと思います（図14）。1996
年と言いますと、阪神淡路大震災が起きた翌年
でもあります。後知恵的には、指定以外のもの
についてもこういった制度の中で対象とする
ことで、しっかり保存・継承できるものがあっ
たのではないかという考え方の中で、まず建造
物から制度の創設を行いました。それから
2004年には、美術工芸品や記念物に対象を広
げ、2021年の改正では、さらに無形の分野に
も拡大したということです。国際的な視点に
ついても、当然念頭においています。ユネスコ
の無形文化遺産保護条約、いわゆる2003年条
約の方で諸外国の状況を見ましても、非常に多
様なものを代表一覧表に登録記載していると
いうような状況もあります。そういったもの
について、国内法たる文化財保護法でもどのよ
うに整理するべきかというような考え方もあ
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かというと、文化財保護法の上位概念的な法
律になっていますが、文化財保護法上の文化
財の射程の少し外あるいは、はみ出ているも
のについても、この基本法が対象にしている
とご理解いただければと思っております。こ
れらが国内の法体系であります。
　直近の二回の改正についての説明を少し深
めにさせていただきます。一回目が、2018年
の改正でして、こちらは趣旨の部分にも記載
の通り、地域における文化財の計画的な保存・
活用や、地方文化財保護行政の推進力の強化
を図るということが目的であります（図8）。
主なポイントは、概要の(１)の②に記載の通
り、とりわけ市町村において、文化財の保存・
活用に関する総合的な計画、文化庁内では地
域計画などと略していますが、これを作成で
きるということです。さらにその作成にあた
り、住民の意見の反映に努めるということで、
協議会を設けられるという建付けになってい
ます。計画認定による効果は、重要文化財等
よりも緩やかな支援と緩やかな形で次世代に
継承していくという登録文化財について、ど
れが対象かといったことを自発的に提案でき
るということが挙げられます。それから、現
状変更の認可等の権限について、この計画を

定めた市町村でもできるということで、規制
緩和をしているのが、大きな特徴であります。
　この法改正の大きな背景としては、文部科
学大臣から文化審議会に諮問して、それを踏
まえてまとめていただいたわけですが、2017
年、そして2018年は、人口減少問題に初めて
日本が取り組んだ頃になります（図9）。こう
した問題に初めて政府全体として取り組まな
いといけないという中、地域コミュニティと
いうものが脆弱化しており、消滅可能性自治
体などが出てきた最初の頃ですので、地域コ
ミュニティを視野に入れた時に、文化財の保
存・活用が元々の文化財保護法が想定してい
たような、所有者が活用等の一義的な責務を
負うということではなかなか厳しいのではな
いかという考え方から来ています。同時に、
文化財の異なる類型に加えて、国指定、登録文
化財あるいは市・県指定文化財、未指定の文
化財もある中で、それらを各地域で、いわば
「群れ」として捉えていただいて、その上で地
域の人々にとってのアイデンティティという
のは何なのかを考えていただく。その上で保
存・活用するということで、その基本方針と
して、各地域における計画を作っていくのが
良いのではないかといった考え方に基づいて

おり、このスライドのような体制で、計画を作
成するということを位置づけたところです（図
10・11）。ただし、全国の中で計画を作成した
自治体の数は、まだ5割にも満たないのが実情
ですが、こういった形で人口減少時代の各地
域における文化財のあり方を、地域の人が主
体的に考え、取り組んでいただくということ
こそ、この2018年の法改正の大きな意義目的
だったと考えています。
　次に、2021年の法改正について、ご説明い
たします。こちらの法改正は、無形文化財と
無形民俗文化財について、登録制度を新たに
設けたものです。概要の1の(１)に記載の通り、
重要無形文化財に指定されていないが、保存・
活用の措置が特に必要なものに対して、登録
制度を設けてあります（図12）。また(２)の通
り、無形の民俗文化財についても同様に登録
制度を設けました。
　先ほども少し触れた文化芸術基本法第12条
では、道の文化、茶道、華道、書道や食文化な
どの生活文化を規定しています（図13）。この
ような人々の暮らしの中で生まれた道の文化
については無形文化財として位置づけができ
るのではないか。また、民俗芸能や風俗慣習の
ような地域の生活の営みと密接なものについ

ては無形の民俗文化財として整理ができるの
ではないか。さらには、人口減少等によって継
承が難しい中、こういった登録をすることによ
り、次世代継承の方を図っていく必要があるの
ではないか、ということが制度化の背景にあり
ます。
　この登録制度ですが、1996年にいわゆる建
造物の分野から、順次拡大しているという風に
ご理解いただければと思います（図14）。1996
年と言いますと、阪神淡路大震災が起きた翌年
でもあります。後知恵的には、指定以外のもの
についてもこういった制度の中で対象とする
ことで、しっかり保存・継承できるものがあっ
たのではないかという考え方の中で、まず建造
物から制度の創設を行いました。それから
2004年には、美術工芸品や記念物に対象を広
げ、2021年の改正では、さらに無形の分野に
も拡大したということです。国際的な視点に
ついても、当然念頭においています。ユネスコ
の無形文化遺産保護条約、いわゆる2003年条
約の方で諸外国の状況を見ましても、非常に多
様なものを代表一覧表に登録記載していると
いうような状況もあります。そういったもの
について、国内法たる文化財保護法でもどのよ
うに整理するべきかというような考え方もあ
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り、こうした制度を設けたというのが、この
2021年の改正に関する内容であります。
　文化財保護法は、この後韓国の皆様方からご
説明いただくような抜本改正という形ではな
く、こういった形で一部改正を逐次行ってきた
というのが、特徴の一つであります。以上のよ
うな社会に即した形で、法律としてもアップ
デートしているところであります。以上が、文
化財保護法の概括的な説明です。
　次に、予算関係と政策について少し触れさせ
ていただきます。こちらは、文化財の匠プロ
ジェクトというもので、2022年から2026年の
五か年計画で進めております（図15）。端的に
言いますと、文化財の修理、保存、活用という
ものを、しっかり支援していこうということ。
そのためには、修理を適正なタイミングで行っ
ていくのみならず、原材料や用具の生産・製造
に従事する人たちもしっかりと確保していかな
ければならず、原材料や用具の生産の担保、そ
のような活動に関わる保持団体の拡大、さらに
文化財への予算を確保して修理を行っていくこ
とを目標に、2022年から計画を進めていると
ころです。
　これは少し文脈が異なりますが、2020年に
「文化財防災センター」が国立文化財機構の一
組織として設立したというものです（図16）。
先ほど、阪神・淡路大震災の話もありましたが、
その後も大きな地震が度々発生しており、
2024年の1月1日には能登半島地震が起きて
います。そこで、文化財が被災しないようにす
る予防的な減災のみならず、初期の救出をしっ
かり行うということで、こういった組織を立ち
上げています。同センターの取り組みとして五
つの柱を記載していますが、今ほど私が申し上
げた緊急避難的な初動対応の話は、三番になり

ます（図17）。直近の能登半島地震についても、
色々な文化財の修理を進めているところです
が、それについても所有者の皆様方のお考えに
基づきながら進めていく必要があります。同地
震の時も、人命救助は当然最初にあったわけで
あります。72時間の間にどうするのかという
話があり、その後、とりわけ能登のように半島
型で、なかなかアクセスが難しいところについ
ては、生活の復興をどうするのかという話が最
優先になります。そうした状況下では、文化財
については大事さは分かっていても、ともする
とどうしてもその後でという風になる傾向があ
ります。そうした中で、緊急のタイミングで、
まず文化財の一時的な避難を行い、あるいは建
造物で言えば、状況の確認等を初動として行う
ということです。これらについて、文化財機構
が結節点となり、関係団体と連携して、地元の
方を支援することを制度化したものが、こちら
の事業です。
　少し文脈が異なりますが、こちらは観光振興
の観点になります（図18）。観光の観点で言い
ますと、インバウンドについて日本全体の政策
としても大きく取り上げられている中で、東京
や京都といったいわゆる「ゴールデンルート」
以外の地域においても、各地域での本物の文化

的な経験、本物の文化に触れるということで、
インバウンドの流れを各地域に流すというの
が非常に重要なのではないかと言われていま
す。このような観点から、本物の日本文化を体
験できるコンテンツの整備を進めていこうと
いうことで、観光庁等と連携しながら取り組み
を進めているところです。
　左の方にありますように、地方誘客の核とな
る拠点の整備ということで、例えばARやVR
などの技術を使いながら再現するとか、多言語
解説をするといったような取り組みがありま
す。また、下段のコンテンツということで、ソ
フト面については、愛媛県の大洲城の方で、ご
存知の方もいらっしゃると思いますが、2人1
組で1泊132万円の料金で、城主のようにお食
事もできるといったプランを作っているとい
う事例も出てきています。それから、右の方に
ある文化財の公開促進については、例えば皇居
三の丸尚蔵館にある収蔵品の展示の促進であ
るとか、東京あるいは近畿圏に国宝や重要文化
財が多い中、各地域の方々がそういった貴重な
文化財にどのようにアクセスできるかについ
て支援する取り組みなどを文化庁として進め
ています。
　参考に見ていただければと思いますが、こち

らは2025年5月に財務省がホームページにアッ
プした財政制度等審議会の資料です（図19・
20）。結論としては、文化財について、国指定
の文化財が増える中で、いわば稼ぐポテンシャ
ルをもっと上げるべきではないのかというの
が、財務省の指摘です。この点は、様々な議論
があるところです。全国に存在する色々な文
化財について、稼ぐポテンシャルと言ってもど
れだけあるのかという話もありますし、そもそ
も文化的価値というものは、言うまでもなく、
経済的価値に直結するだけのものに限られて
いません。ただし、やはり一定程度そういった
ポテンシャルを磨き上げていくことは、意味の
あることだと思っておりますし、何より、現在
の文化財政策の重要性は、民間だけではうまく
回らない、いわば市場の失敗というものを避け
るべく税金を原資として行うというところに
あります。そのような中で、文化財政策が税金
を納めている各国民にとって納得を得られる
かというアプローチというのは常に重要です。
これは我々文化庁としても反省すべき点だと
思ってますが、文化だから一義的に税金を投入
する価値があるというだけでは、説明責任を果
たすということにはならないのだろうと思っ
ています。そうした認識のもとで、我々として
もこういったものを踏まながら、もちろん所有
者さん、それから地域の皆様のお声を大事にし
ながらではありますが、できる取り組みの方は
やっていかないといけないと考えています。
また先ほど触れました地域計画というものも、
そういった観点から非常に重要だと思ってお
ります。そのような議論に地域の住民の皆さ
んが関わる中で、本当に地域、市町村、県など
のお金を費やすための文化財というのは何がふ
さわしいのかということを考えてもらうという
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り、こうした制度を設けたというのが、この
2021年の改正に関する内容であります。
　文化財保護法は、この後韓国の皆様方からご
説明いただくような抜本改正という形ではな
く、こういった形で一部改正を逐次行ってきた
というのが、特徴の一つであります。以上のよ
うな社会に即した形で、法律としてもアップ
デートしているところであります。以上が、文
化財保護法の概括的な説明です。
　次に、予算関係と政策について少し触れさせ
ていただきます。こちらは、文化財の匠プロ
ジェクトというもので、2022年から2026年の
五か年計画で進めております（図15）。端的に
言いますと、文化財の修理、保存、活用という
ものを、しっかり支援していこうということ。
そのためには、修理を適正なタイミングで行っ
ていくのみならず、原材料や用具の生産・製造
に従事する人たちもしっかりと確保していかな
ければならず、原材料や用具の生産の担保、そ
のような活動に関わる保持団体の拡大、さらに
文化財への予算を確保して修理を行っていくこ
とを目標に、2022年から計画を進めていると
ころです。
　これは少し文脈が異なりますが、2020年に
「文化財防災センター」が国立文化財機構の一
組織として設立したというものです（図16）。
先ほど、阪神・淡路大震災の話もありましたが、
その後も大きな地震が度々発生しており、
2024年の1月1日には能登半島地震が起きて
います。そこで、文化財が被災しないようにす
る予防的な減災のみならず、初期の救出をしっ
かり行うということで、こういった組織を立ち
上げています。同センターの取り組みとして五
つの柱を記載していますが、今ほど私が申し上
げた緊急避難的な初動対応の話は、三番になり

ます（図17）。直近の能登半島地震についても、
色々な文化財の修理を進めているところです
が、それについても所有者の皆様方のお考えに
基づきながら進めていく必要があります。同地
震の時も、人命救助は当然最初にあったわけで
あります。72時間の間にどうするのかという
話があり、その後、とりわけ能登のように半島
型で、なかなかアクセスが難しいところについ
ては、生活の復興をどうするのかという話が最
優先になります。そうした状況下では、文化財
については大事さは分かっていても、ともする
とどうしてもその後でという風になる傾向があ
ります。そうした中で、緊急のタイミングで、
まず文化財の一時的な避難を行い、あるいは建
造物で言えば、状況の確認等を初動として行う
ということです。これらについて、文化財機構
が結節点となり、関係団体と連携して、地元の
方を支援することを制度化したものが、こちら
の事業です。
　少し文脈が異なりますが、こちらは観光振興
の観点になります（図18）。観光の観点で言い
ますと、インバウンドについて日本全体の政策
としても大きく取り上げられている中で、東京
や京都といったいわゆる「ゴールデンルート」
以外の地域においても、各地域での本物の文化

的な経験、本物の文化に触れるということで、
インバウンドの流れを各地域に流すというの
が非常に重要なのではないかと言われていま
す。このような観点から、本物の日本文化を体
験できるコンテンツの整備を進めていこうと
いうことで、観光庁等と連携しながら取り組み
を進めているところです。
　左の方にありますように、地方誘客の核とな
る拠点の整備ということで、例えばARやVR
などの技術を使いながら再現するとか、多言語
解説をするといったような取り組みがありま
す。また、下段のコンテンツということで、ソ
フト面については、愛媛県の大洲城の方で、ご
存知の方もいらっしゃると思いますが、2人1
組で1泊132万円の料金で、城主のようにお食
事もできるといったプランを作っているとい
う事例も出てきています。それから、右の方に
ある文化財の公開促進については、例えば皇居
三の丸尚蔵館にある収蔵品の展示の促進であ
るとか、東京あるいは近畿圏に国宝や重要文化
財が多い中、各地域の方々がそういった貴重な
文化財にどのようにアクセスできるかについ
て支援する取り組みなどを文化庁として進め
ています。
　参考に見ていただければと思いますが、こち

らは2025年5月に財務省がホームページにアッ
プした財政制度等審議会の資料です（図19・
20）。結論としては、文化財について、国指定
の文化財が増える中で、いわば稼ぐポテンシャ
ルをもっと上げるべきではないのかというの
が、財務省の指摘です。この点は、様々な議論
があるところです。全国に存在する色々な文
化財について、稼ぐポテンシャルと言ってもど
れだけあるのかという話もありますし、そもそ
も文化的価値というものは、言うまでもなく、
経済的価値に直結するだけのものに限られて
いません。ただし、やはり一定程度そういった
ポテンシャルを磨き上げていくことは、意味の
あることだと思っておりますし、何より、現在
の文化財政策の重要性は、民間だけではうまく
回らない、いわば市場の失敗というものを避け
るべく税金を原資として行うというところに
あります。そのような中で、文化財政策が税金
を納めている各国民にとって納得を得られる
かというアプローチというのは常に重要です。
これは我々文化庁としても反省すべき点だと
思ってますが、文化だから一義的に税金を投入
する価値があるというだけでは、説明責任を果
たすということにはならないのだろうと思っ
ています。そうした認識のもとで、我々として
もこういったものを踏まながら、もちろん所有
者さん、それから地域の皆様のお声を大事にし
ながらではありますが、できる取り組みの方は
やっていかないといけないと考えています。
また先ほど触れました地域計画というものも、
そういった観点から非常に重要だと思ってお
ります。そのような議論に地域の住民の皆さ
んが関わる中で、本当に地域、市町村、県など
のお金を費やすための文化財というのは何がふ
さわしいのかということを考えてもらうという
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のが大事だろうと思っていますので、こういう
場で触れさせていただきました。以上が、文化
財の国内体系の話です。
　続いて、少し国際協力の話をさせていただき
たいと思います（図21）。ここにいらっしゃる
方々は国際協力のパイオニア、あるいはフロン
ティアの方々が少なくないですので、釈迦に説
法かとは思いますが、2006年の6月に「海外の
文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に
関する法律」ができました（図22）。この法律
ができる前から、各アカデミア、あるいは東京
文化財研究所、奈良文化財研究所などの機関で
も様々な形で国際協力が進められてきたわけ
ですが、言ってみれば、文化遺産保護の国際協
力に関する我が国における基本法が2006年に
できたと思っています。これもまたご存知の
方が多いですが、この法律の成立に際しては、
画家の平山郁夫先生が非常にご尽力をされま
した。所管省庁は、文化庁と外務省です。概要
の欄に色々記載がありますが、一番のポイント
は、文化庁と外務省が基本方針を一緒に定める
ということと、その上で関係機関が連携して国
際協力を進めていくということを、法律上で位
置づけていることです。
　その一つの成果であり、今も継続している取
り組みが、先ほど冒頭のご挨拶で小嶋先生から
もお言葉がございましたが、文化遺産国際協力
コンソーシアムであると思っています。運営
体制の部分について、同じく小嶋先生のお言葉
にもありましたが、オールジャパンで産官学の
みならず関係者が幅広く参加していくという
ものであり、公的機関では、独立行政法人とし
て国立文化財機構のみならず、国際協力機構
（JICA）なども参加しています（図23）。この
場を借りて、日々の皆様方のご尽力にもお礼申

し上げたいと思います。引き続き、このコン
ソーシアムを結節点として、各国のニーズに寄
り添った文化遺産国際協力を進めていくこと
が、日本のあるべき姿であるというのは、2006
年のこの法律制定時の議論と変わらず、大事な
ところだと思っています。
　そうした中で、文化庁としても、コンソーシ
アムへの予算・事業支援の他にも、こういった
個別の事業支援を行っています（図24）。上の
方にあるのは、緊急的な支援ということで、ウ
クライナでの戦争の中で、ウクライナ国内で
は、保存が厳しくなってきている文化財をどう
一時避難して、安全を確保するかといったこと
について、奈良文化財研究所に委託して事業を
進めています。それから、下の国際協力拠点交
流事業については色々ありますが、こちらで紹
介しているのは、まさに先ほど申し上げたよう
な被災した文化遺産をどういう風にレス
キューするのかといった取り組みについて、我
が国が得た知見を生かして、トルコにおける
キャパシティビルディング等に繋げていくと
いった事業を進めています。
　それから少し文脈が異なりますが、こちらは
ユネスコの無形文化遺産保護条約に関わるカ
テゴリー 2センターを日本でも作ったという

ものです（図25）。後ほど、両国の方からもご
紹介があるかと思いますが、ユネスコのカテゴ
リー 2センターは、無形文化遺産への支援を通
じてアジア太平洋地域全体の底上げを図るこ
とを目的とし、ユネスコの枠組みの下にありな
がら、日本、中国、韓国において各国政府が主
体となり、日本のアジア太平洋無形文化遺産研
究センター（IRCI）をはじめ、各国でそれぞれ
無形文化遺産分野のカテゴリー 2センターが
設立されています。日中韓で連携しながら、研
究等の取り組みを進めていこうというもので
すし、一層ここの充実を図っていければありが
たいと役所の立場から思っています。
　それから、文化財保存修復研究国際センター
（ICCROM）という機関がローマにあります。
こちらはユネスコの姉妹機関のようなところ
です。とりわけ、日本あるいはアジア諸国が、
歴史的にも知見のあるような、自然を生かした
木造建築や手すき和紙等を活かした修理と
いった分野についてのキャパシティビルディ
ングの支援を一緒に行っているというもので
あります（図26）。これらが日本が行っている
国際協力の概要になります。
　最後に、少しだけ今後の話について、やや文
化庁の公式な見解とは外れる部分もあるかも

しれませんが、担当者として、私自身がどのよ
うなことを考えているかをお伝えしたいと思
います（図27）。文化財保護法が制定された当
時は、戦後で人口が急激に増えていた時代で、
もちろん気候変動の話もその後でした。そう
した背景の中で、文化財保護法は、文化財の保
存および次世代継承という観点から位置づけ
たわけですが、その手段のあり方等が本当にこ
のままで良いのかということは、絶えず我々文
化庁もそうですし、関係者の皆様と一緒に議論
していかなければならない課題だと思ってい
ます。とりわけ人口減少については、保護法が
できた1950年から日本の人口のピークまでお
よそ4,500万人も増えて、その後、2004年から
考えると、約100年後には、江戸の末期から明
治維新の頃の水準まで減少する見込みが厚生
労働省のデータで示されています（図28）。一
見すると東京は関係なさそうですけど、日本の
状況というのは、出生率が高い地方から若者が
東京に来て、その東京では出生率が低いため、
東京がどんどん吸い上げていき、地方に人がい
なくなるとやがて東京にもいなくなるという
構造で、人口一極集中の話は日本全体の話で
す。東京都心では、人口減少を見越して閉校す
る時期を定めた小学校もありますが、そう
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のが大事だろうと思っていますので、こういう
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なくなるとやがて東京にもいなくなるという
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いった状況の中で、文化財保護法の目的となっ
た手段が有効かということが問われてきてい
るのではないかと思っています。現に、重要無
形民俗文化財の団体でも、位置づけこそされた
ものの、活動を休止している団体が多く存在し
ています。あるいは、重要文化財の建造物でも、
次世代への継承について悩まれている所有者
の方々が多くいらっしゃいます。さらに、消滅
可能性自治体と呼ばれる地域もある中で、所有
者さんから自治体が負担すれば良いと言われ
ても実際には難しいというような話があると
ころです。この辺りについては、明確な処方箋
はないわけですけど、やはり考えていかない
と、処方箋作りにはつながらないと思っている
というのが一つ目です（図29）。
　それから恐らくどの国でも同じ状況かと思
いますが、ユネスコの無形文化遺産保護条約の
対象範囲が非常に広がっているということで
す。代表一覧表の例として二つ挙げています
が、ドイツの事例は協同組合のような仕組みが
無形文化遺産として登録されたというもので
す（図30）。無形文化遺産に協同組合が入ると
いうことですが、少なくともユネスコはこれを
社会的慣習として認めているという考え方だ
ということですし、その下にある「Funfair 

culture」というものは、ヨーロッパで見られる
ような移動式の遊園地に関する文化であり、こ
れもまた無形文化遺産として登録されている
ということです。我々が考えてきた無形文化
財というものは技ですし、無形の民俗文化財と
いうものは社会に位置づいている民俗芸能や
民俗技術といった地域性等を伴うものでした
（図31）。こういったものについても、今まで
の考え方がどうなのか、あるいは文化財保護法
の体系からすべてを見るというような発想を
変えていく必要があるのかといったことも含
めて、政府全体でどのような取り組みしていく
のかを考えていかねばならないフェーズに今、
来ていると思っています。このようなことを
日々の行政上考えています。
　ということで、まとめのところに色々と記載
していますが、大事なことは、文化遺産や文化
財といった言葉はさておき、無形や有形を問わ
ず、それらがシナジー効果を生み出して、地域
住民にとってまさに自分たちのアイデンティ
ティだといったものを認識できるということ
が、何より大きい価値の一つではないかと思っ
ています（図32）。そういったことについて、
国、政府、アカデミアに限らず、関係者が自発
的かつ主体的に議論をしていき、その上で全員

で明確なコンセンサス作りを図っていくとい
うことが、とりわけ大事になってきているとい
うのが、私の考え方、私見としてご紹介した
かったことです（図33）。同時に、隣国の韓国
をはじめ、アジア諸国全体が遅かれ早かれ人口
減少トレンドに入っていく中で、こういった取
り組みは、国際支援の観点からも先行的なモデ
ルにもなり得るものだろうと思います（図34）。
すなわち、今後の文化遺産分野の国際協力の大
きな方向性を示しうるものというように、国際
協力の観点からも価値があるかもしれないと
思っています。是非そういった議論を引き続
きしていく中で、我々文化庁としてもできる取
り組みをしっかり進めていきたいと思ってい
るということを申し上げて、私からのプレゼン
テーションを終わらせていただきたいと思い
ます。ご清聴ありがとうございました（図35）。
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ものの、活動を休止している団体が多く存在し
ています。あるいは、重要文化財の建造物でも、
次世代への継承について悩まれている所有者
の方々が多くいらっしゃいます。さらに、消滅
可能性自治体と呼ばれる地域もある中で、所有
者さんから自治体が負担すれば良いと言われ
ても実際には難しいというような話があると
ころです。この辺りについては、明確な処方箋
はないわけですけど、やはり考えていかない
と、処方箋作りにはつながらないと思っている
というのが一つ目です（図29）。
　それから恐らくどの国でも同じ状況かと思
いますが、ユネスコの無形文化遺産保護条約の
対象範囲が非常に広がっているということで
す。代表一覧表の例として二つ挙げています
が、ドイツの事例は協同組合のような仕組みが
無形文化遺産として登録されたというもので
す（図30）。無形文化遺産に協同組合が入ると
いうことですが、少なくともユネスコはこれを
社会的慣習として認めているという考え方だ
ということですし、その下にある「Funfair 

culture」というものは、ヨーロッパで見られる
ような移動式の遊園地に関する文化であり、こ
れもまた無形文化遺産として登録されている
ということです。我々が考えてきた無形文化
財というものは技ですし、無形の民俗文化財と
いうものは社会に位置づいている民俗芸能や
民俗技術といった地域性等を伴うものでした
（図31）。こういったものについても、今まで
の考え方がどうなのか、あるいは文化財保護法
の体系からすべてを見るというような発想を
変えていく必要があるのかといったことも含
めて、政府全体でどのような取り組みしていく
のかを考えていかねばならないフェーズに今、
来ていると思っています。このようなことを
日々の行政上考えています。
　ということで、まとめのところに色々と記載
していますが、大事なことは、文化遺産や文化
財といった言葉はさておき、無形や有形を問わ
ず、それらがシナジー効果を生み出して、地域
住民にとってまさに自分たちのアイデンティ
ティだといったものを認識できるということ
が、何より大きい価値の一つではないかと思っ
ています（図32）。そういったことについて、
国、政府、アカデミアに限らず、関係者が自発
的かつ主体的に議論をしていき、その上で全員

で明確なコンセンサス作りを図っていくとい
うことが、とりわけ大事になってきているとい
うのが、私の考え方、私見としてご紹介した
かったことです（図33）。同時に、隣国の韓国
をはじめ、アジア諸国全体が遅かれ早かれ人口
減少トレンドに入っていく中で、こういった取
り組みは、国際支援の観点からも先行的なモデ
ルにもなり得るものだろうと思います（図34）。
すなわち、今後の文化遺産分野の国際協力の大
きな方向性を示しうるものというように、国際
協力の観点からも価値があるかもしれないと
思っています。是非そういった議論を引き続
きしていく中で、我々文化庁としてもできる取
り組みをしっかり進めていきたいと思ってい
るということを申し上げて、私からのプレゼン
テーションを終わらせていただきたいと思い
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中国における文物保護法
の改正及び文化遺産国際
協力の現状 
杜 暁帆 （ト ギョウハン）
復旦大学文物与博物館学系 教授

1984 年南開大学歴史学部卒業、1999 年神戸大学文学博
士。甘粛省博物館学芸員、奈良国立文化財研究所特別研
究員、ユネスコ東アジア地域事務所文化遺産保護専門官
などを歴任。2015年から、復旦大学国土与文化資源研究
センター長、文物与博物館学系教授。ユネスコ「リビング
ヘリテージと地域開発」チェアホルダー、東アジア文化遺
産保存学会長、中国文物保護技術協会副理事長、中国紫禁
城学会副会長、中国文物学会世界遺産研究委員会副会長、
中国建築学会都市・農村建成遺産学術委員会副主任、中
国測絵学会文化遺産保護専門委員会副主任など担当。著
書は『文化遺産価値論研究（2020 年度 全国文化遺産トッ
プ10 書籍）』、『郷村文化遺産の価値研究』、『価値認知から
保護実践へ：永泰庄寨』、『中国の世界遺産（シリーズ総編
集）』、『歴史から未来へ：アジア太平洋の遺産・文化的景
観保護』、『東アジア紙文化財保存と伝統製紙』など多数
（※いずれも中国語の原題を仮訳）。 

　中国復旦大学の杜暁帆と申します（図1）。
今回はこのような会にお招きいただき、誠にあ
りがとうございます。最近は日本語を話す機
会が少なく、発表中に多少不自然な言葉遣いが
出てくるかもしれませんが、ご了承ください。
　中国の文物に関する法制度を理解するため、
その歴史を少し振り返りたいと思います（図
2）。まず、中国の文化遺産保護の現状ですが、
複数の部局がそれぞれ管理する体制になって
います（図3）。中国の指導部はしばしば「九龍
治水」と言われます。これは9つの龍が川を治
めているという意味ですが、中国においては必
ずしも良い意味では使われません。9つの龍
（複数の部局）がともに管理しているが、最終
的に誰も責任を取らない状況を暗示していま
す。国務院の下に各部局の管理者がおり、中国
全体の文化遺産を所管していますが、それぞれ
の間で十分な調和が取れていないという現実
があります。中国で最も影響力のある文化遺
産関連の法律は、1982年に制定された「中華
人民共和国文物保護法（以下、文物保護法）」、
そして2011年に制定された「中華人民共和国
無形文化遺産保護法（以下、無形文化遺産法）」
ですが、中国の文化遺産制度を研究する際に
は、各部局の関連法や条例にまで目を向ける必

要があります。
　中国での文化遺産保護制度は、清朝末期に始
まりました（図4・5）。国内外の情勢の悪化に
より、多くの文化遺産が被害を受けました。こ
うした状況を受け、清政府は1906年に民政部
を設立し、文化遺産の保護に関する立法業務を
担当させました。これは、中国で初めて設置さ
れた文化遺産保護に関する部局です。さらに
1909年には、民政部によって中国初の近代的
な保護規則である「古跡保存推広章程」が公布
され、これが中国における文化遺産保護法制の
幕開けとされています。その後、清朝の崩壊を
経て、中国が混乱期に入った北洋政府時代に
は、内政部によって「古物保存暫行弁法」が公
布されました。これは主に動産文化遺産に関

する法律です。さらに国内が内乱状態となっ
た時期に、当時の国民政府の内政部は「名勝古
跡古物保存条例」を公布しました（図6）。この
条例では、現在の「文化的景観」に対応する「名
勝古跡」という概念が初めて導入されました。
続いて1930年には、中国初の本格的な法律で
ある「古物保存法」が公布され、考古発掘の規
範化や科学的な修復基準が導入されました。
これにより、中国における文化遺産保護は学問
的な基礎を獲得したといえます。
　第二次世界大戦や国共内戦の時期において
も、文化遺産を守ろうとする意識は完全に失わ
れたわけではありませんでした（図7）。例え
ば、1947年には、毛沢東が現在の陝西省にあ
る白雲山寺院を視察した際に、「（文化遺産を）
大切に保存し、破壊してはならない」という指
示を出しています。また1948年には、「各地の
文物古跡の保護に関する布告」が公布されてお
り、正式な法律ではないものの、当時共産党の
統治下にあった地域では、このような政策が打
ち出されていたことが分かります。
　さらに、1949年の北京解放の際には、「北平
問題の平和的解決に関する協定」が結ばれ、そ
の中には「城内文物古跡の共同保護」という項
目が含まれており、これは中華人民共和国成立
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　さらに、1949年の北京解放の際には、「北平
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後にも多大な影響を与えました（図8）。つま
り、文化遺産を保護しようとする意識は、中華
人民共和国成立以前から存在していたといえ
ます（図9）。
　その後、1956年に、第一回全国文物普査が
初めて実施されました（図10）。このような調
査は他国でも行われていると思われますが、中
国のように国土が広大な国では、調査の実施に
非常に長い時間を要します。第一回は1956年
から1964年まで行われ、文物保護法が制定さ
れた1982年から1989年まで第二回、2007年
から2011年まで第三回、そして2021年から
来年までを予定期間とした第四回が現在実施
されています。今回の調査には、様々な大学や
ボランティアの人々も参加しており、第三回ま
でに調査した文化遺産に加えて新たなものも
追加され、現代的な技術も用いて進められてい
ます。2026年に調査が終わると、中国におけ
る文化遺産の全体的な現状が明らかになると
思われます。
　1961年には、「古物保護管理暫行条例」が公
布され、中国において初めて文化遺産の保護体
系が確立しました（図11）。当時はまだ文物保
護法は制定されておらず、1960年代から80年
代にかけての約20年間は、いわゆる弁法とい

うものが文化遺産管理の根拠として用いられ
ていました。ただし、この時期の大きな問題と
しては、こうした条例や弁法の制定過程におい
て法律の専門家が参加しておらず、主に文化遺
産の管理者や研究者によって作成されたため、
実際に法律として運用する段階で様々な問題
が生じたことです。しかしながら、このような
条例の中には、文物とは何か、どのように認定・
計画・修復を行うか、また考古発掘などについ
ても規定されており、制度的基盤が確立された
といえます。
　同じく1961年に、現在も中国において大き
な影響力を持つ「文物保護単位」の制度が初め
て定められました（図12）。日本における国宝、
重要文化財、特別史跡といった分類とは異な
り、中国では「単位」という言葉が用いられて
います。元々、中国語にはそのような言葉はあ
りませんでしたが、現在では勤務先を示す言葉
としても使われています。最上位のカテゴリー
は「全国重点文物保護単位」であり、これまで
八次にわたる認定で、合計5,058件の文化遺産
が指定されています。またその下に、省レベル
の「省級文物保護単位」、市県レベルの「市県級
文物保護単位」が設けられています。これらの
レベルには「重点」という言葉は含まれていま

せんが、地方に行くと、しばしば誤って記載さ
れているものを見かけます。このような三階
層に分けられている文化遺産は、国によって管
理されていると考えてください。ただし、先ほ
ど述べた文物普査で調査された文化遺産のう
ち、この単位に指定されているものは少なく、
その多くはこの階層に含まれない未指定文化
遺産と理解してください。
　文化大革命の終結後、1982年11月に開催さ
れた全国人民代表大会（以下、全人代）で文物
保護法が可決されました。これは、中国におけ
る最高立法機関によって文物保護の原則、対
象、管理体制が体系的に定められた、初めての
法律です（図13）。この法律の制定により、そ
れまで分散していた政策が国家法律に昇格し、
「国家保護・段階別管理・合理的利用」という
基本枠組みが確立されました。さらに同年の
憲法改正により、文物保護が初めて憲法内に明
記され、中国における文物保護制度は新たな段
階に入ったともいえます。ただし、1982年の
文物保護法についても、先述の1961年公布の
条例の作成に関わった専門家が作成過程に強
い影響力を持っており、全人代の法学専門家も
一定程度関与していたとはいえ、法制度として
は依然として未成熟な段階であったと、しばし

ば指摘されています。
　その後、制度上の調整が進められていた一
方、1978年以降の改革開放政策に伴い、海外
との国際交流も盛んになりました。1985年に
は中国が世界遺産条約に加盟したことで、国際
的な条約や憲章を国内の文化遺産保護の制度
や実務にどのように適用すべきかといった問
題も生じました（図14）。
　2002年、一回目となる文物保護法の全面的
な改正が行われました（図15）。改正にあたっ
ての議論では、多方面から多くの意見が出たも
のの、実際の改正には反映されなかったものも
少なくありませんでした。それでも、保護の対
象や管理の範囲が拡大され、不動産文化財を中
心に、計画・予算・責任が明確化されました。
　また、2015年にも改正が行われ、考古学調
査を先行的に実施することが義務化され、許可
手続きや罰則が強化されるとともに、各レベル
での責任も明確化され、社会参加の促進も図ら
れました（図16）。当時は、2008年の北京オリ
ンピック終了後に新たな指導者が登場し、文化
財への関心が高まってきた時期でした。それ
まで文化遺産の保存と開発の矛盾により、文化
遺産の保存が後回しにされることが常態化し
ていましたが、2015年の改正で初めて考古発
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掘の義務化が明記されました。しかしながら、
罰則金が低かったこともあり、その後も発掘調
査を行わずに建設を進める違反行為が横行し
ていました。
　2017年から2020年にかけて、「文物安全三
年行動計画」が策定され、長城、大運河、長征
などの広大な規模を有する文化的回廊の保護
が推進されました。例えば、万里の長城は春秋
戦国時代から明代に至るまで多くの長城が築
かれました。先日調査で訪れた山西省には、明
代にモンゴル人の侵入を防ぐため、黄河に沿っ
て築かれた長城が今も残っています。また、こ
の長城の周囲には町や村も築かれました。こ
のような大規模なものを一つの文化遺産とし
て統合的に管理するシステムを構築するとい
う考え方が、この時に出てきました。
　2020年にも改正が行われましたが、一般に
はあまり知られておらず、主に技術的な内容が
法律に追記されたものです（図17）。詳細につ
いては、時間の都合により省略します。
　続いて、2023年から2024年にかけて、三回
目となる全面的な改正の準備が進められまし
た（図18）。三回目とは言うものの、実際には
十数年にわたり、文化遺産の専門家、法律の専
門家、全人代の関係者、個人所有者の代表と

いった人々の間で議論が重ねられてきました。
そしてようやく、2024年11月に改正法が可決・
成立するに至りました。
　今回の全面改正の内容について、少しご紹介
いたします（図19）。その背景としては、先ほ
ども述べたように、2008年の北京オリンピッ
ク以降、一般市民の生活水準が一定程度向上し
たことで、文化遺産への関心が社会全体で高
まったとともに、中国政府としても文化遺産の
保護を重要視するようになったことが、要因の
一つとして挙げられます（図20）。また、違反
行為に対する罰則金が非常に低いという問題
もありました。例えば、文化遺産の破壊に対す
る罰金額は約50万元に過ぎず、多くの企業に
とって十分な抑止力とはならず、罰金を支払っ

てでも文化遺産を破壊し、建設を進めるといっ
た違法事例が多く発生していました。このよ
うな従来の法律における実務上の問題も、今回
の法改正の重要な背景の一つとなっています。
　このスライドに示す通り、2024年11月に文
物保護法の改正案が全人代で可決され、2025
年3月に施行されました（図21）。今回の改正
では、新たに19条が追加され、75条が修正さ
れ、変更されなかったのはわずか5条のみでし
た。このことからも、今回の改正が全面的なも
のであったと言えるでしょう。
　今回の改正における重要な点として、まず第
一に、「文物」という概念が明確化されたこと
が挙げられます（図22）。第二に、未指定文化
財の保護が強化されたことです。先ほど述べ

た文物普査によって特定されたものの、文物保
護単位の三つの階層に含まれていない対象に
ついても、保護が強化されることとなりまし
た。第三に、文物の周辺環境の保護が強化され
たこと、そして第四に、埋蔵文化財や水中文化
財に対する保護もより重視されるようになり
ました。
　また、「文物を活かす」ということが法律上
に明記されました（図23）。これにより、文物
の価値をどのように解釈すべきかという新た
な課題も浮上しています。そもそも、文物を何
のために活用するのかという根本的な問いが
ある一方で、「活用＝観光」という考え方が中
心となりがちで、観光のために保存しているの
ではないかという矛盾も指摘され始めていま
す。
　今回の改正では、社会参加および社会権利の
保障に関する条項が新たに設けられました（図
24）。さらに、文物保護法の中で初めて、国外
に流失した文物の捜索および返還に関する法
的根拠を示す条項も追加されました（図25）。
また、文物の売買についても、中国では個人所
有の文物の売買や贋作の流通が大きな問題と
なっており、新たな規定が追加されました（図
26）。その他にも、文物保護と社会経済の持続
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可能な発展の関係についても明確化され、観光
開発についても規範化されるなど、今回の改正
では多岐にわたる条項の追加・見直しが実施
されました（図27・28）。
　改正の意義については、各スライドをご参照
いただければと思います（図29～ 31）。一方
で、課題点もいくつか残されています。今回の
改正では、文化的景観や万里の長城のような大
規模な文化遺産の保護のあり方、また大規模な
考古遺跡とその周辺に暮らす地域住民の生活
との調和をいかに実現するかといった点につ
いては、依然として明確な解決策が示されたと
は言えません（図32）。また、中国で「低等級
文化財」と呼ばれるものについては、予算上の
制約により十分な保護が行き届いていないの

が現状です（図33）。今後、これらにどのよう
に対応していくかが、大きな課題として残され
ています。
　無形文化遺産についてです（図34）。日本で
は、1950年の文化財保護法の制定時から無形

文化財も保護対象に含まれていましたが、中国
では、21世紀初頭に、ユネスコの無形文化遺産
の保護に関する条約への加盟を見据えて、法整
備に向けた動きが始まり、2011年に無形文化
遺産法が公布されました（図35・36）。現在も

多くの課題が存在し、数年前から関係者への意
見聴取が行われ、法改正に向けた準備が進めら
れており、2026年にも改正案が提出される見
込みです（図37～ 42）。またその際に改めて
ご紹介できればと思います。
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　国際協力についても簡単にご紹介します（図
43）。1988年、日本の総理大臣（当時の竹下登
首相）が初めて敦煌を訪問したことがきっかけ
となり、文化遺産に関連する国際交流が始まり
ました。1980年代から1990年代にかけては、
日本を中心に国際協力が進められ、その後はア
メリカ、ドイツ、オーストラリアなどからも支
援を受けるとともに、共同研究も行われまし
た。2000年代以降は、中国が東南アジア、中
央アジア、モンゴルなどを中心に国際協力事業
を展開しています（図44～ 47）。理念として
は、中国がかつて日本から支援を受けて文化遺
産を修復した経験があるため、海外でも理念や
研究よりも、実際の保存修復作業が重視される
傾向にあります。

　中心的な事業としては、カンボジアのアン
コール遺跡での保存修復事業があり、これは
1998年に始まった第一期事業から継続的に実
施され、現在は第三期事業が2030年まで進行
中です（図48）。これらの写真は、その様子を
示しています（図49）。中国による文化遺産国
際協力の中核的な考え方として、以前は一方的
な支援が主流でしたが、最近ではお互いに学び
合うという双方向的な交流の意識が強くなっ
てきています（図50）。実際の修復作業では、
中国流の方法で進めることが多いですが、その
方法は現地のカンボジア人専門家にも認めら
れています（図51）。また、議論や理念はさて
おき、カンボジア側にはモノ自体を修復してほ
しいという考えもあります。

　また、中国による文化遺産国際協力では、技
術的な指導は国家文物局が行い、予算は日本の
経済産業省に相当する商務部が拠出していま
す。そのため、事業終了後に成果物を提示でき
る体制にする必要があります。最近では、様々
な大学や研究機関、民間組織も対外的な協力に
参加するようになり、文化遺産国際協力のあり
方も変わっていくのではないかと考えていま
す。
　私からの発表は以上です（図52）。
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国家遺産基本法と国家遺
産体制への転換 
ベク・ヒョンミン
国家遺産庁革新行政担当官室 行政事務官

2017年、ソウル大学・国史学科を卒業、2018 年文化財庁
へ入庁し、2020 年まで動産文化遺産の保存管理を、2022 
年から2023 年までは韓国の大統領の執務空間および官邸
だった＜青瓦台＞の一般への開放業務を担当。以降、国
外遺産協力課にて国外に所在する韓国の文化遺産の保
存・管理・活用を担当し、2025年 4月から革新行政担当
官室で国家遺産庁の組織および定員の運営を担当、国家
遺産体制による組織の改編、新設、調整を担当している。 

　こんにちは。ベク・ヒョンミンと申します。
国家遺産庁の革新行政担当官室という部署で
勤務しており、国家遺産庁の組織管理と定員管
理の業務を担当しています。本日はこのよう
な発表の機会をいただきありがたく思ってお
ります。私の発表は「国家遺産基本法と国家遺
産体制への転換」という主題になります（図1）。
発表の目次はご覧の通りになります（図2）。
国家遺産基本法の成立までの道のり、国家遺産
基本法の主な内容、それに伴う組織の改編、今
後の課題について、簡単に説明していきます。
　私は、日本や中国の文化遺産に関する法律に
ついて詳しくありませんが、聴衆の皆様にもそ
のような方がいらっしゃるかと思います。そ
こでまず、我々国家遺産庁が2024年5月17日
に発足し、国家遺産基本法が施行されたことに
関して、簡単に説明していきます（図3）。私は
2017年に公務員となり、2018年から文化財庁
に入庁して勤務してまいりました。そして
2024年、文化財庁から国家遺産庁へと移行し、
現在は国家遺産庁に所属して勤務しています。
「文化財」から「国家遺産」という用語に変更し
た理由は、文化財という言葉の用語的な限界を
克服するためでした。国家遺産体制の主な特
徴としては、その根拠となる基本法を制定する

と同時に、文化遺産・無形遺産・自然遺産の三
本柱の体系となったという点が挙げられます。
　はじめに、制定推進の背景から説明します
（図4）。まず、名称に限界がありました。文化
財という用語が拡大する政策の範囲を十分に
包含していないとの意見があり、また、時代の
変化を反映させる形で再定義する必要もあり
ました。また、文化財という用語は、過去の遺
物としての資産や財貨的性格が強いという意
見や、それが自然物や人を指すときに適切であ
るかという指摘もありました。加えて、文化財
庁でも、文化財と文化遺産という二つの用語を
混用していたということが背景の一つになり
ます。二つ目は、国際基準との整合性の問題で
した。国際的に通用されているユネスコの遺
産分類体系と国内の分類体系の間に相違が
あったということも背景になりました。表の
左側が、以前の国内分類体系でした。有形文化
財、無形文化財、記念物、民俗文化財という枠
組みであったのに対し、表の右側のユネスコの
分類体系では、大きく世界遺産、無形遺産、記
録遺産に分かれ、世界遺産の中では文化遺産、
自然遺産、複合遺産に区別されています。
　このような背景のもとで、これから本格的に
国家遺産体制へ移行するまでの過程について

説明いたします（図5）。韓国の旧文化財保護
法は1962年に制定されてから60年余り経過
していましたが、そのように長期間使用されて
いた法律を変えることは容易ではありません
でした。文化財という用語の問題点について
は昔から議論がありましたが、ではその文化財
をどのような用語に変えるべきか、また国家遺
産という用語が適切に代替できるのかについ
ては、様々な意見がありました。そのような状
況で、文化財庁はこの問題について絶えず意見
を収集し、合意点を見出していくほかありませ
んでした。2005年に議論が始まってから20年
近く議論が続けられ、2017年に改善案が準備
された後も意見収集は続けられました。2022
年には、国家遺産庁のパートナーとなる地方自
治体の職員を対象に意見を聴取しています。
また、日本の文化審議会に相当する文化財委員
会や専門記者を対象に諮問会議を開催し、さら
に全国民を対象としたアンケート調査も実施
することで、意見を収集しました。こうして
2022年4月に改善案を確定し、これについて
報道発表を行いました。その時期は、現政権の
前の政権が国政課題を選定する時期と重なっ
ていました。
　国政課題とは、スライドの説明の通り、大統
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国家遺産基本法と国家遺
産体制への転換 
ベク・ヒョンミン
国家遺産庁革新行政担当官室 行政事務官
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　はじめに、制定推進の背景から説明します
（図4）。まず、名称に限界がありました。文化
財という用語が拡大する政策の範囲を十分に
包含していないとの意見があり、また、時代の
変化を反映させる形で再定義する必要もあり
ました。また、文化財という用語は、過去の遺
物としての資産や財貨的性格が強いという意
見や、それが自然物や人を指すときに適切であ
るかという指摘もありました。加えて、文化財
庁でも、文化財と文化遺産という二つの用語を
混用していたということが背景の一つになり
ます。二つ目は、国際基準との整合性の問題で
した。国際的に通用されているユネスコの遺
産分類体系と国内の分類体系の間に相違が
あったということも背景になりました。表の
左側が、以前の国内分類体系でした。有形文化
財、無形文化財、記念物、民俗文化財という枠
組みであったのに対し、表の右側のユネスコの
分類体系では、大きく世界遺産、無形遺産、記
録遺産に分かれ、世界遺産の中では文化遺産、
自然遺産、複合遺産に区別されています。
　このような背景のもとで、これから本格的に
国家遺産体制へ移行するまでの過程について

説明いたします（図5）。韓国の旧文化財保護
法は1962年に制定されてから60年余り経過
していましたが、そのように長期間使用されて
いた法律を変えることは容易ではありません
でした。文化財という用語の問題点について
は昔から議論がありましたが、ではその文化財
をどのような用語に変えるべきか、また国家遺
産という用語が適切に代替できるのかについ
ては、様々な意見がありました。そのような状
況で、文化財庁はこの問題について絶えず意見
を収集し、合意点を見出していくほかありませ
んでした。2005年に議論が始まってから20年
近く議論が続けられ、2017年に改善案が準備
された後も意見収集は続けられました。2022
年には、国家遺産庁のパートナーとなる地方自
治体の職員を対象に意見を聴取しています。
また、日本の文化審議会に相当する文化財委員
会や専門記者を対象に諮問会議を開催し、さら
に全国民を対象としたアンケート調査も実施
することで、意見を収集しました。こうして
2022年4月に改善案を確定し、これについて
報道発表を行いました。その時期は、現政権の
前の政権が国政課題を選定する時期と重なっ
ていました。
　国政課題とは、スライドの説明の通り、大統
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領の5年の任期中、政府が推進すべき最も重要
な政策と理解していただければと思います（図
6）。そして国政課題として、文化財庁の管轄の
もと、「伝統文化遺産を未来の文化資産として
保存し、価値を高める」という内容が定められ、
その中に具体的に国家遺産体制を導入するこ
とが含まれていました。国政課題の遂行のた
め、文化財庁は国家の最上位の基本法を作成
し、その中に文化遺産法、無形遺産法、自然遺
産法などを組み込むような体制で進めていま
した。当時、文化財庁が管轄する法律では、最
も基本となる文化財保護法や、無形文化財に関
する法律はありましたが、自然遺産に関する法
律はまだ存在していませんでした。また、韓国
には政府組織法という法律があり、各政府省庁
の名称や機能、役割を定めています。そのため、
私たちが文化財庁から国家遺産庁に移行する
際にも、この政府組織法の改正が必要であり、
関係省庁との協議を経て進められました。
　ここからは国家遺産基本法の主な内容を見
ていきますが、まずは一番大きな法体系から確
認したいと思います（図7）。この法体系につ
いては、国家遺産基本法のもと、遺産の類型ご
とに別々の法律で整理されています。整備前
は文化財保護法の中で、文化財が有形文化財、
民俗文化財、記念物に分類され、また別の法律
で無形文化財を分類していましたが、整備後は
国家遺産基本法という上位の法律のもと、文化
遺産、自然遺産、無形遺産に分かれ、それぞれ
に対応する法律が整備されました。
　国家遺産基本法の構成については、全体で6
章と35条の規定が設けられています（図8）。
章ごとに説明していきます。まず第1章は総則
となっており、目的や定義などの条項がありま
すが、その中で従来の文化財保護法にはなかっ

た基本理念の条項が新設され、国家と地方自治
体の責務の部分はその内容が拡充・強化され、
国民の権利と義務部分にも権利に関する内容
が新たに追加されました（図9）。第2章は、国
家遺産の保護基盤造成に関する内容です。文
字通り、国家が国家遺産を保護するために、基
本的なレベルでどのような仕組みや体制が必
要であるかについて定めています。第7条には、
従来にはなかった新たな内容が盛り込まれ、こ
れまでの基本原則をさらに拡大した内容と
なっています。その下の基本計画、委員会、調
査・研究などに関する条項は、文化財保護法の
内容をそのまま引き継いだものです。
　ここからは文化財保護法から変更があった
部分について説明していきます。まずは、第2
条の基本理念についてです（図10）。全文は読
み上げませんが、重要なキーワードを中心に申
し上げますと、国家遺産は私たちの生活のルー
ツであると同時に、創意性の源泉でもあり、ま
た、韓国国民だけの資産ではなく、人類全体の
資産として認識されている点が強調されてい
ます。加えて、国家遺産の価値を大切に守り続
けるとともに、その価値を未来の世代へ継承し
ていくことが重要であるという内容が盛り込
まれています。少々抽象的な内容ですので、具

体的な例を挙げて少し説明を加えますと、皆さ
まもご覧になったことがあるかもしれません
が、Netflixで『KPOPガールズ! デーモン・ハ
ンターズ』というアニメーションが公開されて
います。韓国ではそのアニメーションが大き
な人気を集め、作品内で登場する伝統文化的な
要素に関連したグッズを販売する博物館に行
列ができるほどのブームとなっています。そ
の作品を見ると、韓国の伝統的な空間や文化遺
産的な要素が随所にちりばめられているのが
分かります。例えば、韓服（ハンボク）、ソウル
の宮殿や漢陽都城などの国家遺産が作品にそ
のまま登場する場面もありました。このよう
な例から、現代社会で韓流を牽引するコンテン
ツの源泉がまさに国家遺産であることが分か
ります。先ほどの基本理念のところで申し上
げたように、国家遺産は創意性の源泉であると
いうことがここに当てはまります。
　次は、第3条の定義に関する条項です。先ほ
ど申し上げたように、国家遺産という概念の中
に文化遺産、自然遺産、無形遺産が含まれてい
ることが明記され、それぞれが具体的に定義さ
れています。国家遺産の概念には人為的また
は自然的に形成されたものをすべて含みます。
文化遺産は文化の固有性や民族のアイデン

ティティを表す有形のものを指します。自然
遺産は自然物または自然環境との相互作用に
よって形成されたものとされ、無形遺産は何世
代にもわたって継承されてきた共同体や集団
と歴史・環境の相互作用で生まれたものであ
ると定義されています。
　第4条は国家と地方自治体の責務に関する内
容で、先ほどご説明した通り、文化財保護法と
比べて拡大された部分となっています（図11）。
具体的には、自治体が管轄地域にある国家遺産
の保存管理のために組織や部署、専門に人員を
配置しなければならない、という内容です。こ
の条項が設けられた理由を考えると、韓国には
ソウル特別市と広域市、道などの広域自治体、
その下に基礎自治体があり、基礎自治体にある
すべての国家遺産を地方自治体のレベルで適
切に保存・管理・活用する必要があります。
しかし、現在の人口減少の流れの中で地方消滅
の危機に直面しており、国家遺産を管理する人
員も不足していることが背景にあります。人
口減少と地方消滅の問題は韓国だけの問題で
はなく、先ほどの日本の発表の中でも言及され
ていたように、まさに私たちが直面している国
際的な問題だと考えています。人口減少によ
り、その地域にある国家遺産を保存・管理する
人員が不足しているということは、非常に深刻
な問題であると認識しています。
　第5条は国民の権利と義務についてですが、
これまで含まれていなかった権利の部分が今
回新たに追加されました。その内容を見ると、
国民は国家遺産について知る権利、訪れる権
利、新しい価値を付加する権利、そして最後に
自由に享受する権利が含まれています。
　次は第7条「国家遺産保護の基本原則」につ
いてです（図12）。ここに示している六つの原

31
国
家
遺
産
基
本
法
と
国
家
遺
産
体
制
へ
の
転
換

講
演
３



30
日
中
韓
に
お
け
る
文
化
遺
産
政
策
の
い
ま 

図8

図9図7

図10

図11 図12

領の5年の任期中、政府が推進すべき最も重要
な政策と理解していただければと思います（図
6）。そして国政課題として、文化財庁の管轄の
もと、「伝統文化遺産を未来の文化資産として
保存し、価値を高める」という内容が定められ、
その中に具体的に国家遺産体制を導入するこ
とが含まれていました。国政課題の遂行のた
め、文化財庁は国家の最上位の基本法を作成
し、その中に文化遺産法、無形遺産法、自然遺
産法などを組み込むような体制で進めていま
した。当時、文化財庁が管轄する法律では、最
も基本となる文化財保護法や、無形文化財に関
する法律はありましたが、自然遺産に関する法
律はまだ存在していませんでした。また、韓国
には政府組織法という法律があり、各政府省庁
の名称や機能、役割を定めています。そのため、
私たちが文化財庁から国家遺産庁に移行する
際にも、この政府組織法の改正が必要であり、
関係省庁との協議を経て進められました。
　ここからは国家遺産基本法の主な内容を見
ていきますが、まずは一番大きな法体系から確
認したいと思います（図7）。この法体系につ
いては、国家遺産基本法のもと、遺産の類型ご
とに別々の法律で整理されています。整備前
は文化財保護法の中で、文化財が有形文化財、
民俗文化財、記念物に分類され、また別の法律
で無形文化財を分類していましたが、整備後は
国家遺産基本法という上位の法律のもと、文化
遺産、自然遺産、無形遺産に分かれ、それぞれ
に対応する法律が整備されました。
　国家遺産基本法の構成については、全体で6
章と35条の規定が設けられています（図8）。
章ごとに説明していきます。まず第1章は総則
となっており、目的や定義などの条項がありま
すが、その中で従来の文化財保護法にはなかっ

た基本理念の条項が新設され、国家と地方自治
体の責務の部分はその内容が拡充・強化され、
国民の権利と義務部分にも権利に関する内容
が新たに追加されました（図9）。第2章は、国
家遺産の保護基盤造成に関する内容です。文
字通り、国家が国家遺産を保護するために、基
本的なレベルでどのような仕組みや体制が必
要であるかについて定めています。第7条には、
従来にはなかった新たな内容が盛り込まれ、こ
れまでの基本原則をさらに拡大した内容と
なっています。その下の基本計画、委員会、調
査・研究などに関する条項は、文化財保護法の
内容をそのまま引き継いだものです。
　ここからは文化財保護法から変更があった
部分について説明していきます。まずは、第2
条の基本理念についてです（図10）。全文は読
み上げませんが、重要なキーワードを中心に申
し上げますと、国家遺産は私たちの生活のルー
ツであると同時に、創意性の源泉でもあり、ま
た、韓国国民だけの資産ではなく、人類全体の
資産として認識されている点が強調されてい
ます。加えて、国家遺産の価値を大切に守り続
けるとともに、その価値を未来の世代へ継承し
ていくことが重要であるという内容が盛り込
まれています。少々抽象的な内容ですので、具

体的な例を挙げて少し説明を加えますと、皆さ
まもご覧になったことがあるかもしれません
が、Netflixで『KPOPガールズ! デーモン・ハ
ンターズ』というアニメーションが公開されて
います。韓国ではそのアニメーションが大き
な人気を集め、作品内で登場する伝統文化的な
要素に関連したグッズを販売する博物館に行
列ができるほどのブームとなっています。そ
の作品を見ると、韓国の伝統的な空間や文化遺
産的な要素が随所にちりばめられているのが
分かります。例えば、韓服（ハンボク）、ソウル
の宮殿や漢陽都城などの国家遺産が作品にそ
のまま登場する場面もありました。このよう
な例から、現代社会で韓流を牽引するコンテン
ツの源泉がまさに国家遺産であることが分か
ります。先ほどの基本理念のところで申し上
げたように、国家遺産は創意性の源泉であると
いうことがここに当てはまります。
　次は、第3条の定義に関する条項です。先ほ
ど申し上げたように、国家遺産という概念の中
に文化遺産、自然遺産、無形遺産が含まれてい
ることが明記され、それぞれが具体的に定義さ
れています。国家遺産の概念には人為的また
は自然的に形成されたものをすべて含みます。
文化遺産は文化の固有性や民族のアイデン

ティティを表す有形のものを指します。自然
遺産は自然物または自然環境との相互作用に
よって形成されたものとされ、無形遺産は何世
代にもわたって継承されてきた共同体や集団
と歴史・環境の相互作用で生まれたものであ
ると定義されています。
　第4条は国家と地方自治体の責務に関する内
容で、先ほどご説明した通り、文化財保護法と
比べて拡大された部分となっています（図11）。
具体的には、自治体が管轄地域にある国家遺産
の保存管理のために組織や部署、専門に人員を
配置しなければならない、という内容です。こ
の条項が設けられた理由を考えると、韓国には
ソウル特別市と広域市、道などの広域自治体、
その下に基礎自治体があり、基礎自治体にある
すべての国家遺産を地方自治体のレベルで適
切に保存・管理・活用する必要があります。
しかし、現在の人口減少の流れの中で地方消滅
の危機に直面しており、国家遺産を管理する人
員も不足していることが背景にあります。人
口減少と地方消滅の問題は韓国だけの問題で
はなく、先ほどの日本の発表の中でも言及され
ていたように、まさに私たちが直面している国
際的な問題だと考えています。人口減少によ
り、その地域にある国家遺産を保存・管理する
人員が不足しているということは、非常に深刻
な問題であると認識しています。
　第5条は国民の権利と義務についてですが、
これまで含まれていなかった権利の部分が今
回新たに追加されました。その内容を見ると、
国民は国家遺産について知る権利、訪れる権
利、新しい価値を付加する権利、そして最後に
自由に享受する権利が含まれています。
　次は第7条「国家遺産保護の基本原則」につ
いてです（図12）。ここに示している六つの原
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則は、国家遺産庁が非常に重要視しているもの
であり、これらの原則を実行すべき主体は国と
地方自治体です。第1項を見ると、国家遺産の
有形・無形の価値を守り、継承するという内容
です。従来の文化財保護法では「価値を守る」
のではなく、「原型を維持する」ことを基本原
則としていましたが、国家遺産ではその点が変
わりました。第2項では、指定された国家遺産
だけでなく、その周辺空間も保護すべきとあり
ます。第3項は、国家遺産の公開と活用を通じ
て、その価値の増進と新たな価値の創出を行う
と定めています。第4項は、国民が日常生活の
中で参加し、国家遺産を享受できるようにする
内容です。国家遺産の多くは地方にあります
が、国民の関与なくして維持は困難であるとい
うことから、このような内容が入ったと理解し
ていただければと思います。第5項では、国家
遺産の保存と活用の両方が重要であるという
内容と、また、社会経済的な活動、例えば開発
事業や経済的効果を得るための各種政策との
調和についても述べられています。最後の第6
項では、地域の固有性と多様性を尊重し、地域
発展に寄与する必要性についても言及してい
ます。
　次に、第3章と第4章ですが、こちらはもう

少し簡単に見ていきます（図13）。新設された
条項である、第14条の包括的保護体系の整備、
第22条の気候変動への対応、第23条の国家遺
産福祉、そして第26条の広報、第27条の産業
育成の部分を見ていきます。第14条の包括的
保護体系とは、国家や自治体により指定された
遺産だけではなく、未指定の遺産についても国
家や地方自治体が保護する義務があるという
内容です（図14）。第22条の気候変動への対
応については、韓国でも気候変動による問題が
徐々に深刻化しており、2025年の3月には大
規模な山火事が発生し、また先日は台風による
洪水の影響で国家遺産およびその周辺にも被
害がありました。こうした状況を踏まえ、気候
変動に対応する内容が法律に規定されたと理
解していただければと思います。
　次の第23条の国家遺産福祉の部分は、これ
まで繰り返しお話ししたように、国民が国家遺
産を享受するための方法、例えば観覧、展示、
教育、体験などの様々な享受プログラムが提供
される必要があるとされています（図15）。ま
た、社会的弱者層に対する必要な支援や施策も
含まれています。第27条の産業育成について
は、先ほど国家遺産に関連するアニメーション
の例を話しましたので、省略します。

　第5章は国家遺産の国際化に関する内容です
が、こちらの内容は後ほどパク・ヒョンビン課
長から報告されますので、ここでは省略いたし
ます（図16）。ただし、補則の部分に新設され
た条項として「国家遺産の日」に関する内容が
含まれていることだけお伝えします。12月9
日が「国家遺産の日」として指定されています。
これは、韓国の遺産が初めてユネスコの世界遺
産に登録された日が1995年12月9日であった
ことから、その象徴的な意味を込めて記念日と
して定めたものです。
　次の内容は長く説明する必要はありません
が、ご覧の通り、左端に以前の区分があり、国
家遺産基本法およびその他の関連法によって
どのように体系が変更されたのか、そして右端

にはその根拠となる法律が整理されています
（図17）。詳しい説明は省略します。
　国家遺産体制に移行するにあたって、法令の
みを改正すればよかったわけではなく、それに
伴う後続措置が必要になりました（図18）。施
行令や施行規則、自治体の条例の改正をはじ
め、関連ホームページやポータルサイトの整
備、教科書の改訂、案内板や道路標識の変更な
どが含まれます。
　次に、国家遺産体制に改編された後の私たち
の組織体制についてです。まず、組織改編以前
では、文化財庁長の下に大きく政策局、保存局、
活用局に区分されていました（図19）。今回、
国家遺産庁に改編された際、従来の保存と活用
で区分されていた組織が、文化遺産局、自然遺
産局、無形遺産局に再編成されました（図20）。
また2024年の12月末にも再度改編が実施さ
れました。その際、文化遺産局のもとに「歴史
遺跡政策官」というポストが新設され、文化遺
産局がより細分化されました。文化遺産局では
点単位の遺産を管理し、この歴史遺跡政策官で
は面単位の遺産を管理しています。課題を簡単
に述べますと、国家遺産庁だけでなく、農林部
や海水部など各部処でもそれぞれ「遺産」とい
う概念を導入しており、それに対して国家遺

33
国
家
遺
産
基
本
法
と
国
家
遺
産
体
制
へ
の
転
換

講
演
３



32
日
中
韓
に
お
け
る
文
化
遺
産
政
策
の
い
ま 

図15図13

図16図14

図18 図20

図19

図17

図21

則は、国家遺産庁が非常に重要視しているもの
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産を享受するための方法、例えば観覧、展示、
教育、体験などの様々な享受プログラムが提供
される必要があるとされています（図15）。ま
た、社会的弱者層に対する必要な支援や施策も
含まれています。第27条の産業育成について
は、先ほど国家遺産に関連するアニメーション
の例を話しましたので、省略します。

　第5章は国家遺産の国際化に関する内容です
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家遺産基本法およびその他の関連法によって
どのように体系が変更されたのか、そして右端

にはその根拠となる法律が整理されています
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　次に、国家遺産体制に改編された後の私たち
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国家遺産庁に改編された際、従来の保存と活用
で区分されていた組織が、文化遺産局、自然遺
産局、無形遺産局に再編成されました（図20）。
また2024年の12月末にも再度改編が実施さ
れました。その際、文化遺産局のもとに「歴史
遺跡政策官」というポストが新設され、文化遺
産局がより細分化されました。文化遺産局では
点単位の遺産を管理し、この歴史遺跡政策官で
は面単位の遺産を管理しています。課題を簡単
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産庁としても、より総合的に「遺産」という概
念を調整・体系化していく必要があります（図
22）。
　最後に、こちらのスライドはこれまでの内容
をすべてまとめたものですので、上の行だけ読
んで終わりにいたします（図23）。「国家遺産
は過去の遺物ではなく、韓国の未来資産であ
る」ということが重要です。ありがとうござい
ました（図24）。
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は過去の遺物ではなく、韓国の未来資産であ
る」ということが重要です。ありがとうござい
ました（図24）。
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国家遺産庁の国際交流協
力の現況と課題
パク・ヒョンビン
国家遺産庁遺産政策局国外遺産協力課 課長 

1998 年、ソウル大学考古美術史学科卒業（学士）。同年、
当時の文化財管理局国立文化財研究所学芸研究士。2005 
年、同大学より美術史修士号を取得。1999 年から2002 
年まで国立文化財研究所と日本奈良国立文化財研究所の
交流協力を担当。2007年から2012 年まで国立文化財研
究所の国際交流総括業務を担当し、2012 年から2014 年
まで日本奈良国立文化財研究所の客員研究員。2016 年か
ら2020 年まで文化財庁のユネスコ無形文化遺産および国
際機関への支援を担当し、2024 年 5月から国外遺産協力
課長。国際協力課改め国外遺産協力課は国家遺産庁の国
際交流協力を総括し、国際開発協力（ODA）、国外に所在
する韓国の文化遺産の保存・管理などを担当業務として
いる。 

　先ほどご紹介いただきました、パク・ヒョン
ビンと申します。よろしくお願いいたします。
本日の私の発表の主題は国家遺産庁の国際交
流協力の現況と課題になります（図1）。国家
遺産庁（旧文化財庁）の両国間交流協力、多国
間交流協力、国際交流協力がどのような方向に
向かっているか、そして今後の課題に関して説
明します（図2）。
　これは背景になりますが、1961年に文化教
育部の文化保存課と旧皇室財産事務総局が合
併し、文化財管理局が設置され、1998年まで
存続しました（図3）。管理局というものは政
府の外局であったため、専門的な業務を担当し
ていても代表者にはなれず、外国との協約の締
結や文化財の指定なども、すべて文化教育部の
長官（日本の大臣に相当）の名で行われていま
した。
　1998年、文化財管理局から文化財庁になっ
た年ですが、その少々先に中国の国家文物局と
「韓中文化財交流合議書」を結び、これが初め
ての両国間交流協力となりました（図4）。代
表団の交流が主な内容で、有効期限は5年と定
められていました。その後、2003年には日本
の文化庁と「韓日文化財交流協力」が行われま
した（図5）。これは協約や約定ではなく、署名

は行われていたものの、協議議事録という形で
取り交わされていました。具体的には、専門家
や行政官の人的交流、有形・無形文化財の交流
協力、国際機関においての共同協力などを行う
ようになりました。これを受けて、2004年に
は建造物分野において、韓日建造物文化財保存
協力会議が初めて開催されました。現在に至
るまで、コロナ禍の期間を除き継続的に開催さ
れています。それ以外にも、2012年から2014
年まで埋蔵文化遺産に関して業務協議が進め
られました。同じく2004年には、モンゴルと
「韓国・モンゴル自然遺産交流約定」が結ばれ
ました（図6）。これは元々共同発掘調査のた
めに締結されたものですが、2006年には「文
化遺産分野交流協力了解覚書」へと拡大され、

その内容には無形文化遺産の保存、文化遺産の
調査研究、世界遺産および博物館分野での定期
的な人的交流などが含まれました。2005年に
は、中国と「韓中文化財交流合議書」を再締結
しました（図7）。1998年に締結された合議書
の有効期限が5年で切れていたため、新たに締
結する形となりましたが、1998年の合議書の
内容に加え、人的交流の強化、学術交流および
研究資料の交換の拡大、その他の協力事業が追
加されました。これにより、日本、中国、モン
ゴルといった北東アジアとの両国間交流協力
の体制が構築されたといえます。
　2006年には、ペトナムの文化広報部と「文
化遺産分野交流協力約定」を締結しました（図
8）。内容には、文化遺産保存制度や政策の樹
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立・運営に関する経験と成果の共有、王宮遺跡
の共同発掘、世界遺産の管理などが含まれてい
ました。2009年には、オーストラリアと「文
化遺産分野交流約定」を締結しました（図9）。
特徴として、無形文化遺産、文化遺産の公演に
関する共同活動などが含まれていました。
2018年には、メキシコの文化部と「文化遺産
保存および管理分野技術協力に関する了解覚
書」を締結しました（図10）。2024年には、ト
ルコの文化観光部と「文化遺産分野交流・学術
協力のための了解覚書」を締結し、国立文化遺
産研究院による韓国・トルコ共同発掘調査に
発展しており、恐らく2025年9月から調査が
始まっています。少し前後しますが、2011年
には、ラオスと「韓国・ラオス文化遺産分野協
力了解覚書」を締結し、世界遺産保存管理制度
や観光資源化情報、人的交流といった内容が含
まれており、後に公的開発援助（ODA）へと発
展していきます（図11）。
　韓国では、ODA事業を近年では「国際開発協
力」と訳しますが、元々は「公的開発援助」と
呼ばれていました（図12）。2025年度、国家遺
産庁ではラオス、ウズベキスタン、パキスタン、
エジプト、キルギス、カンボジアの6カ国を対
象に七つの事業が進行中で、総予算は約13億

円となっています。先ほど述べた通り、2011
年にラオスと覚書を結び、2012年にワット・
プーの保存計画を策定し、2013年には新たに
「チャンパサック県の文化的景観にあるワッ
ト・プーと関連古代遺産群の保存に関する覚
書」を締結して、ラオスを対象としたODA事
業が始まりました。2019年には、ウズベキス
タンの文化部と「文化遺産分野交流協力了解覚
書」を締結すると同時に、ウズベキスタン科学
アカデミーとも同様の覚書を締結しました（図
13）。これを契機に、ウズベキスタンでもODA
事業が始められ、無形遺産の保護や能力向上事
業などが行われていました。2021年には、パ
キスタンの文化遺産庁と「文化遺産分野交流協
力了解覚書」を締結しました（図14）。有形・

無形遺産の保存・保護や、両分野での能力向上
などを実施し、これが現在のパキスタンにおけ
るODA事業へと発展して、ガンダーラ遺産情
報のデジタル化および管理センターの構築を
支援しています。2022年には、エジプトの考
古最高評議会と覚書を締結しました（図15）。
内容には、考古学および博物館の能力向上や世
界遺産に関する協力が含まれており、現在進行
中のODA事業として、ルクソールのラメセス
2世葬祭殿の復原や博物館遺物のデジタル化な
どが実施されています。同じく2022年には、
ウズベキスタンと再び覚書を締結しました（図
16）。2019年の覚書では無形文化遺産に関す
る支援が中心でしたが、今回はサマルカンド周
辺の遺跡の整備や、保存・管理能力向上を目的

とした事業が行われています。また2023年に
は、キルギス共和国と覚書を締結し、伝統工芸
品の振興政策の策定や商品開発、マーケティン
グ支援などを行っています（図17）。今年の4
月には、ペルーの文化部とマチュピチュに関す
る覚書を締結し、来年よりマチュピチュの安全
管理計画や能力向上を目的としたODA事業を
開始する予定です（図18）。
　次に、多国間交流協力についてです。2013
年10月、韓国、ギリシャ、トルコ、中国の四か
国で「文化財返還了解覚書」を締結し、2013年
から2016年まで毎年専門家会議が開催されま
した（図19）。
　ここからは、国家遺産庁の国際機関への支援
と協力についてです。韓国では、国際機関との
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交流協力も多国間協力とみなしています。文
化財保存修復研究国際センター（ICCROM）に
は、韓国は1968年に加盟し、2012年から信託
基金を運営しています（図20）。現在は、アジ
ア圏文化遺産保存研修である「CollAsia」や、
世界遺産リーダーシッププログラムを支援し
ています。ちなみに、日本は2000年から信託
基金を運営しています。
　ユネスコには韓国は1950年に加盟し、文化
関連の条約については、現在四つの条約に加盟
しています（図21）。1970年の文化財不法輸
出入等禁止条約には1983年に、1972年の世界
遺産条約には1988年に、2003年の無形文化遺
産条約には2005年に、2005年の文化多様性条
約には2010年に、それぞれ加盟しています。
一方、2001年の水中文化遺産条約には未加盟
です。文化財不法輸出入については国外遺産
協力課が、世界遺産と無形遺産については世界
遺産政策課が、文化多様性については文化部が
担当しています。
　先ほど日本の発表でも触れられていました
が、韓国でもユネスコのカテゴリー 2センター
を運営しており、合計七つのセンターのうち、
三つが文化遺産関連のセンターです（図22）。
まず初めに、無形文化遺産分野において、2011
年にユネスコアジア・太平洋無形文化遺産情
報・ネットワーキングセンター（ICHCAP）が、
日本のアジア太平洋無形文化遺産研究セン
ター（IRCI）および中国のアジア太平洋無形文
化遺産国際研修センター（CRIHAP）と同時に
設立されました。世界遺産分野では、ユネスコ
世界遺産国際解釈説明センター（WHIPIC）が
2023年に設立されており、記録遺産分野では、
ユネスコ国際記録遺産センター（ICDH）が
2020年に設立されています。

　これまでに説明した通り、国家遺産庁の国際
交流協力の方向性は、2011年のラオスとの覚
書をきっかけとして、国際開発協力へと大きく
シフトしています（図23）。この動きは政府の
方針とも重なるため、今後は長期的にさらに拡
大していくことが見込まれます。その事業規
模の拡大に加えて、これまでアジア圏を中心に
支援を行ってきましたが、今後は南米やアフリ
カなどにも地域的に拡大していくと思われま
す。一方で、伝統的な両国間交流については、
1990年代後半や2000年代初頭にかけて、人的
交流を通じた政策の経験や研究情報の交換が
行われていましたが、近年では情報公開の進展
やネットによる情報入手が容易になったこと
により、その実効性は低下しているのではない
かと考えられます。
　国家遺産庁の国際交流協力における今後の
課題については、急速に拡大した国際開発協力
事業の成果管理や、今後の方向性の検討、そし
て両国間交流協力をどのように位置づけるか
を考える必要があります（図24）。情報交換の
実効性が低下しているのであれば、国際開発協
力事業を通じた協力の拡充を図るとともに、現
在各国で同様に進行している環境変化に伴う
文化遺産保護政策の転換について、共同調査や
対応策の模索といった新たな協力の形も検討
すべきだと考えます。以上で発表を終わらせ
ていただきます（図25）。
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院の発掘調査・復元をはじめとする埋蔵文化財と薬師寺東塔などの建造物修理の両方
に携わる。著書に『古建築を復元する――過去と現在の架け橋』（2017年、吉川弘文館）、
『奈良で学ぶ寺院建築入門』（2022年、集英社新書）、『森と木と建築の日本史』（2022年、
岩波新書）、『日本建築史講義――木造建築がひもとく技術と社会』（2022年、学芸出版
社）、『古建築を受け継ぐメンテナンスから見る日本建築史』（2024 年、岩波書店）など。 

海野 聡（うんの さとし）  東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 准教授 
モデレーター： 

福岡県出身。2007年九州大学21世紀プログラム卒業後、2012年九州大学大学院法学
府博士後期課程LL.D.プログラム修了。その後、東京大学大学院総合文化研究科日本学
術振興会特別研究員PD、そして、香川大学人文社会科学系法学部准教授を経て、2017
年九州大学大学院法学研究院准教授に就任、現在に至る。論文に“A Consideration on 
Digital Information of Cultural Heritage for Authenticity Management”, The Gdańsk 
Journal of East Asian Studies, No.25 (special issue: Cultural Heritage Law and Protection 
in Asia), 2024等。 

八並 廉（やつなみ れん）　九州大学法学研究院国際関係法学部門 准教授 
コメンテーター：

1990年早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了。一級建築士、技術士（建設
部門）。専門は建築史および文化遺産保存。1994年より日本国政府アンコール遺跡救
済チームの現地所長としてバイヨン寺院北経蔵修復等に従事した後、国内外の考古・
建築遺産保存整備事業に関する計画策定・設計・監理等を数多く手掛ける。2008年よ
り東京文化財研究所にて文化遺産国際協力事業を担当。インドネシア、ベトナム、カン
ボジア、タイ、ミャンマー、ブータン、ネパールほかにて調査研究、保存修復支援、人材
育成等に携わってきた。2022年カンボジア王国サハメトレイ勲章受章。著書に「大陸
部東南アジアの古代木造建築を考える」（共著、2025年、鹿島出版会）など。 

友田 正彦（ともだ まさひこ）
文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長 / 東京文化財研究所 副所長 

塩川 達大、杜 暁帆、ベク・ヒョンミン、パク・ヒョンビン、  
パネリスト： 

海野　ただいまご紹介に預かりました、東京大
学の海野です。65分と非常に短い時間ですが、
ディスカッションを進めさせていただきます。
まずは、各国より4人の先生方、どうもありが
とうございました。はじめに、コメンテーター
の八並さんより、法律家の立場から、それぞれ
の発表に対するコメントをいただければと思
います。

八並　皆さん、こんにちは。九州大学の八並と
申します。本日は貴重なご講演を聞かせてい
ただきまして、ありがとうございました。色々
な点が気になりましたが、まずは出発点とし
て、本日のテーマであります、近年の各国の法
改正のあり方について一言コメントしたいと
思います。法改正のあり方という面で見ると、
本日のご講演を聞いて、それぞれの国に特徴が
あったように思われました。最初にご報告が
あった日本の法改正については、その時の社会
課題や政策に合わせて、かなり細かくアップ
デートを繰り返している、それによって着実に
社会課題に対応するというところに特徴が
あったかと思いました。近年の例で言うと、例
えば無形文化遺産の保護に関する条約に対す
る日本の政策を反映する形で、文化芸術基本法
の中に食文化というものが書き込まれるとか、
そういったレベルから丁寧に社会課題を拾っ
ていくというところに特徴があったように思
いました。それに対して、中国の法改正につい
ては、まず一つは、1900年代の序盤から既に
文物保護法に該当するようなものが現れると
いうことで、非常に歴史が長いといえます。そ
れゆえに、法改正の流れをお伺いすると、かな
りメリハリの利いたもので、細かいアップデー
トをする部分もあれば、定期的かつ段階的にモ
デルチェンジするような動きが観察できるこ
とが勉強になりました。それに対して、韓国に
ついては、62年ぶりの大改正ということもあ
りまして、かなり思いきった大変革をされたと
いうことで、一つのモデルケースとしても、今
後、非常に注目を集めることが予想されます
　そのような法改正の動きについての特徴だ
けではなく、内容についても一言申し上げたい
と思います。最後に言及した韓国のモデルに
ついてなんですが、大きな特徴として、国際的

な制度との整合性をかなり意識されたという
ところに面白さがあると思います。例えば、韓
国が従前に採用していた文化財保護法のカテ
ゴリーは、今の日本のカテゴリーと類似してい
ますし、また中国でも文物保護単位という、あ
る意味では行政の管轄をかなり意識したよう
な分類も採用されているということもあり、そ
れらと対比して、韓国の今回の改正は非常に面
白いと思いました。
　それに関連して、少し法学的な視点から特徴
を言うとすると、法には法の透明化という課題
があります。これはどういうものかというと、
ある法がトランスペアレンシー（Transparen-
cy）、すなわち透明度を確保しているというの
は、いわば私たちの国の法律が、外国の当局で
あるとか、外国の人たちから見た時にどれだけ
分かりやすいかという問題です。これは結構
難しい課題でして、法律というのは言葉で書い
てありますから、翻訳すれば一応読めますが、
当然法律は作る時にどのような法律を作ると
良いかという立法論だけでは不十分であり、そ
れを実際に使う、例えば、ある規定を根拠に行
政の判断が積み重ねられるとか、裁判所の判断
が積み重ねられるということをもって、徐々に
どのような内容の法律であるということが成
熟していくという側面があります。そのため、
今回ご報告にあったようなアジア圏の法律に
ついては、どれくらい諸外国に対して分かりや
すさを確保しているかというのは非常に大き
な課題です。そういう中で、韓国が今回の法改
正の際に、ユネスコが採用しているような言葉
を意識して法律を作られたというのは、一つの
アドバンテージになっているのではないかと
いうことが一つの観察です。国際条約という
ものも、多くの国が話し合い、ある意味妥協し
て作っている部分もありますので、それが普遍
的な制度として唯一解であるかというと、当然
そのようなことはないですが、しかし法の透明
化という課題のような一般的な話から見ると、
例えば韓国から何か申請を出す際にも、かなり
分かりやすい形で説明がつくといったことも
あると思います。また本日も話題になってい
る国際協力の文脈からも、例えば韓国の側から
こういうモデルを持っていますという形で法
整備支援をする際に、世界遺産条約は190を超
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海野　ただいまご紹介に預かりました、東京大
学の海野です。65分と非常に短い時間ですが、
ディスカッションを進めさせていただきます。
まずは、各国より4人の先生方、どうもありが
とうございました。はじめに、コメンテーター
の八並さんより、法律家の立場から、それぞれ
の発表に対するコメントをいただければと思
います。

八並　皆さん、こんにちは。九州大学の八並と
申します。本日は貴重なご講演を聞かせてい
ただきまして、ありがとうございました。色々
な点が気になりましたが、まずは出発点とし
て、本日のテーマであります、近年の各国の法
改正のあり方について一言コメントしたいと
思います。法改正のあり方という面で見ると、
本日のご講演を聞いて、それぞれの国に特徴が
あったように思われました。最初にご報告が
あった日本の法改正については、その時の社会
課題や政策に合わせて、かなり細かくアップ
デートを繰り返している、それによって着実に
社会課題に対応するというところに特徴が
あったかと思いました。近年の例で言うと、例
えば無形文化遺産の保護に関する条約に対す
る日本の政策を反映する形で、文化芸術基本法
の中に食文化というものが書き込まれるとか、
そういったレベルから丁寧に社会課題を拾っ
ていくというところに特徴があったように思
いました。それに対して、中国の法改正につい
ては、まず一つは、1900年代の序盤から既に
文物保護法に該当するようなものが現れると
いうことで、非常に歴史が長いといえます。そ
れゆえに、法改正の流れをお伺いすると、かな
りメリハリの利いたもので、細かいアップデー
トをする部分もあれば、定期的かつ段階的にモ
デルチェンジするような動きが観察できるこ
とが勉強になりました。それに対して、韓国に
ついては、62年ぶりの大改正ということもあ
りまして、かなり思いきった大変革をされたと
いうことで、一つのモデルケースとしても、今
後、非常に注目を集めることが予想されます
　そのような法改正の動きについての特徴だ
けではなく、内容についても一言申し上げたい
と思います。最後に言及した韓国のモデルに
ついてなんですが、大きな特徴として、国際的

な制度との整合性をかなり意識されたという
ところに面白さがあると思います。例えば、韓
国が従前に採用していた文化財保護法のカテ
ゴリーは、今の日本のカテゴリーと類似してい
ますし、また中国でも文物保護単位という、あ
る意味では行政の管轄をかなり意識したよう
な分類も採用されているということもあり、そ
れらと対比して、韓国の今回の改正は非常に面
白いと思いました。
　それに関連して、少し法学的な視点から特徴
を言うとすると、法には法の透明化という課題
があります。これはどういうものかというと、
ある法がトランスペアレンシー（Transparen-
cy）、すなわち透明度を確保しているというの
は、いわば私たちの国の法律が、外国の当局で
あるとか、外国の人たちから見た時にどれだけ
分かりやすいかという問題です。これは結構
難しい課題でして、法律というのは言葉で書い
てありますから、翻訳すれば一応読めますが、
当然法律は作る時にどのような法律を作ると
良いかという立法論だけでは不十分であり、そ
れを実際に使う、例えば、ある規定を根拠に行
政の判断が積み重ねられるとか、裁判所の判断
が積み重ねられるということをもって、徐々に
どのような内容の法律であるということが成
熟していくという側面があります。そのため、
今回ご報告にあったようなアジア圏の法律に
ついては、どれくらい諸外国に対して分かりや
すさを確保しているかというのは非常に大き
な課題です。そういう中で、韓国が今回の法改
正の際に、ユネスコが採用しているような言葉
を意識して法律を作られたというのは、一つの
アドバンテージになっているのではないかと
いうことが一つの観察です。国際条約という
ものも、多くの国が話し合い、ある意味妥協し
て作っている部分もありますので、それが普遍
的な制度として唯一解であるかというと、当然
そのようなことはないですが、しかし法の透明
化という課題のような一般的な話から見ると、
例えば韓国から何か申請を出す際にも、かなり
分かりやすい形で説明がつくといったことも
あると思います。また本日も話題になってい
る国際協力の文脈からも、例えば韓国の側から
こういうモデルを持っていますという形で法
整備支援をする際に、世界遺産条約は190を超
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える国が加盟している多国間の条約というこ
とでインパクトも大きいですから、分かりやす
い言葉で法整備支援していけるといったよう
なアドバテージを今後持ち得るということを
観察しました。その他の点については、また後
ほど申し上げたいと思います。

海野　恐らく文化遺産は国際的な規範という
問題と多様性という非常に難しい問題を抱え
ている中で、今ご説明をいただいたようなとこ
ろも一つの大事な話になってくるかと思いま
す。もう一方、友田さんがここから参加されて
おりまして、色々な場所で国際協力の実務等に
従事されていますので、そちらの立場からもコ
メントいただければと思います。

友田　私は東京文化財研究所の人間ですが、文
化遺産国際協力コンソーシアムでは事務局長
ということで主催者側でもありますので、まず
本日ご講演いただいた方々、モデレーター、コ
メンテーターの先生方にお礼を申し上げたい
と思います。本日の主題は日中韓の文化遺産
政策ということで、当然その政策の中には国際
協力も含まれていますが、制度の比較という趣
旨からすると少々付け足しのように感じられ
た方もいらっしゃるかもしれません。ただ、コ
ンソーシアムの主催行事としてはこのテーマ
を外すわけにいかず、ということで私がパネル
ディスカッションに加わらせていただいてお
ります。このディスカッション内では、時間の
制約から国際協力についてあまり取り上げら
れないかもしれませんので、本日お話しいただ
いた内容と私の経験を踏まえて、コメントさせ
ていただきます。

　私は、東南アジアをはじめとして色々な国で
文化遺産国際協力に従事してきましたが、この
仕事を始めたきっかけは30年余り前のカンボ
ジアでした。率直に言えば、その頃に比べてこ
の分野での日本のプレゼンスはかなり低下し
てきているというのが実感です。当時は1990
年代で、世界遺産条約に日本が加盟したり、あ
るいは文化を通じた外交ということで、政府を
あげてそのような分野に力が入っていた時期
でした。ちょうどバブルが弾けるぐらいのタ
イミングでしたが、あるところまでは社会に勢
いがあって、国民にもかなり精神的な余裕があ
りました。そういう意味では、やはり衣食が足
りていないと文化が重要であるとはなかなか
思ってもらえない、そんなジレンマのようなも
のを感じるところがあります。
　もう何年か前ですが、私が日本イコモスの理
事をやっていた頃に、ソウルで行われた東アジ
アのイコモスの会議に参加したことがありま
す。、その時に日中韓三か国におけるイコモス
のあり方を話している中で、お互いに随分違う
という話をした覚えがあります。日本の場合
は国とはある程度距離をおいて、是々非々で、
場合によっては国の政策に対して異を唱える
ことも意識しながら活動しているわけですが、
中国の場合はより国の政策と一体化して動い
ている。特に世界遺産関係についてはそのよ
うな傾向が見られ、韓国はその中間というよう
な印象でした。本日のお話を伺っていても、国
の施策の中で文化遺産国際協力が戦略的に位
置づけられているという面が、中国や韓国では
かなり強く出ていると感じました。中国では、
最近は若干状況が変わりつつあるというお話
もありましたが、例えば経済産業省のようなと
ころが協力事業を仕切っているということは、
特に経済的な面での国同士の関係作りなどと
連携して行われているのだろうと思います。
このように、文化遺産分野での国際協力がどの
ような意義を持つのかという文脈では、文化外
交、すなわち文化だけでなく外交のツールとし
て、文化遺産が位置づけられているという性格
は否めないと思います。そういうことがなけ
ればなかなか予算がつかないというのは、正直
なところです。ただ、それだけでなく、やはり
国際社会の中での国の立ち位置というか、国際

的に敬意を払われるような国になるためにも
貢献していかなくてはならないという部分も
あると思います。先ほど塩川さんの講演の中
でウクライナの話がありましたが、そういった
部分で、声高にではなくても活動していくこと
は色々な意味で重要だと思いますし、それを通
じて国際的な相互理解を促進していくことを、
国益という直接的な利害を超えて、やっていか
なくてはならないと思っているところです。
　我々、研究者あるいは実務家としては、海外
との協力は、これまでに国内で蓄積してきた文
化財保護のノウハウを活用・共有する場とし
て重要だと考えているわけですが、国内だけで
なく海外でも仕事をすることはさらに、日本に
ないような文化財を扱う、あるいは異なる社会
環境の中での文化遺産保護・活用のあり方を
考える上でも、非常に重要な機会を与えている
と考えています。先ほどパクさんのお話の中
でも支援から協力へ、あるいは中国の杜さんか
らも、以前は支援を受ける立場であったところ
から支援をする立場になり、さらに相互の協力
へといった方向性で展開しているというお話
がありました。まさに本日のテーマでありま
すが、地球規模で様々な社会課題がある中で、
文化財の保護というのもそれに合わせてアッ
プデートしていく必要があると思います。そ
ういった共通課題の解決に向けた努力の中で、
知恵を持ち寄って、あるいはこうした議論の場
を通じて協働していくことにより、より良いあ
り方を見い出していくことが非常に重要にな
ると思います。
　最後に、自分が現場で活動している中で、特
にカンボジアなどでは、韓国が非常にお金を
持っていて大規模に活動している様子をとて
も羨ましく見ているのですが、例えば、試料の
分析をするにあたって韓国隊が持っているラ
ボをお借りするといった協力関係が現場レベ
ルでは既にあります。今後も色々な場所で、日
中韓の各国が一緒に、あるいは同じ場所で仕事
をする場面はますます増えてくると思います
ので、そこでより良い協力関係を築き合うこと
によって、協力対象国に対してもより良い形で
協力していけるようになれば、素晴らしいと
思っています。

海野　自国のものに関しても、外のところを知
ることによって、もう一回見直す機会になると
いうこともあると思いますし、それぞれの国が
外に出ていった時に自国の立ち位置というも
のにも影響されつつ、その国に対して支援・調
査をしていくという側面が少なからずあると
思います。
　これからディスカッションに具体的に入っ
ていくにあたって、まずはその前提となるとこ
ろを一回整理した方がいいかなと考えており
ます。特に、日中韓の三国で、文化財、文物、
文化遺産と呼称が違っていたりですとか、ある
いは法律の理念的な問題というところが根源
的に異なっています。そもそも歴史の大きな
流れから違っています。そういったところも
踏まえつつ、この点について、ベクさんから順
にお伺いしたいと思います。ベクさんは、発表
の中でも既に少しお話をされており、再度とは
なりますが、そもそもの法律的な理念の問題と
その呼称に関するところについて、簡潔にお話
しいただけますでしょうか。

ベク　基本理念については、国家遺産基本法の
第2条にて、国家遺産が私たちの生活のルーツ
であると同時に、創意性の源泉であると宣言し
ています。また、それは韓国国民だけの資産で
はなく、人類全体の資産であるということを認
識すると同時に、国家遺産の価値を大切に守
り、その価値を国民が享受できるようにするこ
とも述べられています。そして、その価値を創
造的に継承・発展させて、私たちの生活の中に
活かし、さらに未来の世代へとより豊かに伝え
ていくということが基本理念となります。
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える国が加盟している多国間の条約というこ
とでインパクトも大きいですから、分かりやす
い言葉で法整備支援していけるといったよう
なアドバテージを今後持ち得るということを
観察しました。その他の点については、また後
ほど申し上げたいと思います。

海野　恐らく文化遺産は国際的な規範という
問題と多様性という非常に難しい問題を抱え
ている中で、今ご説明をいただいたようなとこ
ろも一つの大事な話になってくるかと思いま
す。もう一方、友田さんがここから参加されて
おりまして、色々な場所で国際協力の実務等に
従事されていますので、そちらの立場からもコ
メントいただければと思います。

友田　私は東京文化財研究所の人間ですが、文
化遺産国際協力コンソーシアムでは事務局長
ということで主催者側でもありますので、まず
本日ご講演いただいた方々、モデレーター、コ
メンテーターの先生方にお礼を申し上げたい
と思います。本日の主題は日中韓の文化遺産
政策ということで、当然その政策の中には国際
協力も含まれていますが、制度の比較という趣
旨からすると少々付け足しのように感じられ
た方もいらっしゃるかもしれません。ただ、コ
ンソーシアムの主催行事としてはこのテーマ
を外すわけにいかず、ということで私がパネル
ディスカッションに加わらせていただいてお
ります。このディスカッション内では、時間の
制約から国際協力についてあまり取り上げら
れないかもしれませんので、本日お話しいただ
いた内容と私の経験を踏まえて、コメントさせ
ていただきます。

　私は、東南アジアをはじめとして色々な国で
文化遺産国際協力に従事してきましたが、この
仕事を始めたきっかけは30年余り前のカンボ
ジアでした。率直に言えば、その頃に比べてこ
の分野での日本のプレゼンスはかなり低下し
てきているというのが実感です。当時は1990
年代で、世界遺産条約に日本が加盟したり、あ
るいは文化を通じた外交ということで、政府を
あげてそのような分野に力が入っていた時期
でした。ちょうどバブルが弾けるぐらいのタ
イミングでしたが、あるところまでは社会に勢
いがあって、国民にもかなり精神的な余裕があ
りました。そういう意味では、やはり衣食が足
りていないと文化が重要であるとはなかなか
思ってもらえない、そんなジレンマのようなも
のを感じるところがあります。
　もう何年か前ですが、私が日本イコモスの理
事をやっていた頃に、ソウルで行われた東アジ
アのイコモスの会議に参加したことがありま
す。、その時に日中韓三か国におけるイコモス
のあり方を話している中で、お互いに随分違う
という話をした覚えがあります。日本の場合
は国とはある程度距離をおいて、是々非々で、
場合によっては国の政策に対して異を唱える
ことも意識しながら活動しているわけですが、
中国の場合はより国の政策と一体化して動い
ている。特に世界遺産関係についてはそのよ
うな傾向が見られ、韓国はその中間というよう
な印象でした。本日のお話を伺っていても、国
の施策の中で文化遺産国際協力が戦略的に位
置づけられているという面が、中国や韓国では
かなり強く出ていると感じました。中国では、
最近は若干状況が変わりつつあるというお話
もありましたが、例えば経済産業省のようなと
ころが協力事業を仕切っているということは、
特に経済的な面での国同士の関係作りなどと
連携して行われているのだろうと思います。
このように、文化遺産分野での国際協力がどの
ような意義を持つのかという文脈では、文化外
交、すなわち文化だけでなく外交のツールとし
て、文化遺産が位置づけられているという性格
は否めないと思います。そういうことがなけ
ればなかなか予算がつかないというのは、正直
なところです。ただ、それだけでなく、やはり
国際社会の中での国の立ち位置というか、国際

的に敬意を払われるような国になるためにも
貢献していかなくてはならないという部分も
あると思います。先ほど塩川さんの講演の中
でウクライナの話がありましたが、そういった
部分で、声高にではなくても活動していくこと
は色々な意味で重要だと思いますし、それを通
じて国際的な相互理解を促進していくことを、
国益という直接的な利害を超えて、やっていか
なくてはならないと思っているところです。
　我々、研究者あるいは実務家としては、海外
との協力は、これまでに国内で蓄積してきた文
化財保護のノウハウを活用・共有する場とし
て重要だと考えているわけですが、国内だけで
なく海外でも仕事をすることはさらに、日本に
ないような文化財を扱う、あるいは異なる社会
環境の中での文化遺産保護・活用のあり方を
考える上でも、非常に重要な機会を与えている
と考えています。先ほどパクさんのお話の中
でも支援から協力へ、あるいは中国の杜さんか
らも、以前は支援を受ける立場であったところ
から支援をする立場になり、さらに相互の協力
へといった方向性で展開しているというお話
がありました。まさに本日のテーマでありま
すが、地球規模で様々な社会課題がある中で、
文化財の保護というのもそれに合わせてアッ
プデートしていく必要があると思います。そ
ういった共通課題の解決に向けた努力の中で、
知恵を持ち寄って、あるいはこうした議論の場
を通じて協働していくことにより、より良いあ
り方を見い出していくことが非常に重要にな
ると思います。
　最後に、自分が現場で活動している中で、特
にカンボジアなどでは、韓国が非常にお金を
持っていて大規模に活動している様子をとて
も羨ましく見ているのですが、例えば、試料の
分析をするにあたって韓国隊が持っているラ
ボをお借りするといった協力関係が現場レベ
ルでは既にあります。今後も色々な場所で、日
中韓の各国が一緒に、あるいは同じ場所で仕事
をする場面はますます増えてくると思います
ので、そこでより良い協力関係を築き合うこと
によって、協力対象国に対してもより良い形で
協力していけるようになれば、素晴らしいと
思っています。

海野　自国のものに関しても、外のところを知
ることによって、もう一回見直す機会になると
いうこともあると思いますし、それぞれの国が
外に出ていった時に自国の立ち位置というも
のにも影響されつつ、その国に対して支援・調
査をしていくという側面が少なからずあると
思います。
　これからディスカッションに具体的に入っ
ていくにあたって、まずはその前提となるとこ
ろを一回整理した方がいいかなと考えており
ます。特に、日中韓の三国で、文化財、文物、
文化遺産と呼称が違っていたりですとか、ある
いは法律の理念的な問題というところが根源
的に異なっています。そもそも歴史の大きな
流れから違っています。そういったところも
踏まえつつ、この点について、ベクさんから順
にお伺いしたいと思います。ベクさんは、発表
の中でも既に少しお話をされており、再度とは
なりますが、そもそもの法律的な理念の問題と
その呼称に関するところについて、簡潔にお話
しいただけますでしょうか。

ベク　基本理念については、国家遺産基本法の
第2条にて、国家遺産が私たちの生活のルーツ
であると同時に、創意性の源泉であると宣言し
ています。また、それは韓国国民だけの資産で
はなく、人類全体の資産であるということを認
識すると同時に、国家遺産の価値を大切に守
り、その価値を国民が享受できるようにするこ
とも述べられています。そして、その価値を創
造的に継承・発展させて、私たちの生活の中に
活かし、さらに未来の世代へとより豊かに伝え
ていくということが基本理念となります。
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パク　付け加えると、ベク事務官の発表内でも
説明があった通り、旧文化財保護法では原型の
維持が原則でしたが、国家遺産基本法では、価
値に焦点を変えて、価値をさらに豊かにして未
来へと伝えるという風に法律内に基本理念と
して書かれていることが特徴となります。

海野　韓国の状況について、やはり世界遺産条
約にならって、「人類」という言葉や原型保存
から広げていくという姿勢、また未来思考とい
う、すごく示唆に富むお話であったかと思いま
す。中国はいかがでしょうか。

杜　中国におけるそのような表現について、先
ほどの発表時には十分に説明できませんでし
たが、「文物」という言葉自体は唐代から存在
しています。しかし当時の「文物」は現在のよ
うな意味ではなく、宋代になると現代的な意味
合いを帯びるようになりました。また、中国で
は韓国と同様に、1985年ごろの世界遺産条約
加盟を契機として、「文化遺産」という言葉が
国内で少しずつ使われるようになりました。
さらに、2005年には初めて「文化遺産の日」が
制定され、現在では「文化と自然遺産の日」と
呼ばれています。「文物」と「文化遺産」は同じ
概念なのか、それとも異なるのかという議論
は、学術的にも法的にも未だ明確に結論が出て
いません。中国では毎年2～3月ごろに全国人
民代表大会（通称・全人代）が開かれ、政府と
して重要な政策をまとめた報告書を発表しま
すが、その報告書で用いられる表現も、この15
年間のうち2年間を除いて毎年変化していま
す。文物、文化遺産、無形文化遺産、考古学な
ど、年ごとに用語が異なります。これは、おそ

らく管理者も中国の指導部も、文物、文化遺産、
無形文化遺産の相互関係を明確に区別できて
いないためだと思われます。
　先ほど思い出したのですが、十数年前、稲葉
信子先生が当時筑波大学にいらっしゃった頃、
中国・清華大学の呂舟先生と講演された後、私
のところにもお越しになりました。その際、日
中韓で「アジア遺産」という制度を創設するか
どうか検討したことがあります。これは「日本
遺産」の制度ができる前の話です。しかし、そ
の議論はまとまらず、結果として日本遺産が先
に創設されました。さらに2016年には、稲葉
先生を上海にお招きして日本遺産についてご
講演いただいた際、中国の多くの関係者が非常
に羨ましく感じている様子が印象的でした。
日本遺産という言葉は、従来の文化財だけでは
包括しきれない概念を、点・線・面の観点から
整理して理解できるようにしたものであり、そ
の意味でも非常に重要な概念だと考えていま
す。しかし、中国ではこの点がまだ解決されて
いません。最大の問題は、遺産の種類ごとに所
管部署が異なることです。有形の文化遺産は
国家文物局、無形文化遺産は文化観光部、自然
遺産および複合遺産は国家林業草原局が管轄
しています。そのため、国家文物局は文物に関
する法律しか制定できない状況が続いており、
大変残念に思っています。

海野　おそらく言葉がそれだけ変化し続けて
いるため、概念規定が難しい一方で、文物とい
う、法律的に定まっているところの概念はかな
り強固になっているというところかと思いま
す。これを受けて、日本の状況というのはいか
がでしょうか。

塩川　日本においても、政府の言葉あるいは法
律、予算の中で、実は文化財という言葉と単独
で文化という言葉、それから文化遺産という言
葉が結構色々な場面で使われていると思いま
す。大きいイメージで言うと、国際社会のこと
を念頭において、とりわけ経済的価値といった
ものを大きく超えるものを指すときには、遺産
という言葉を使う傾向があるかと思っていま
す。その上で、日本国内における文化財という
言葉については、二つ特徴があると思っていま
す。一つ目は、文化財という言葉が文化財保護
法ができてからもう70年余経ち、結構人口に
膾炙している中で、いわゆる文化財という言葉
の概念が非常に広く捉えられる傾向があるの
ではないかと思っています。今、映画で『国宝』
が非常にヒットしていますが、そもそも無形文
化財は国宝ではなく、人間国宝であって、すな
わち国宝というのは建造物等の有形の文化財
を対象にしていますが、通称である「人間国宝」
から「人間」が取れて「国宝」という言葉が普
通に受け入れられているということとパラレ
ルに、文化財という言葉の公共的な受け止め方
が、日本では大きいという感じがあるかと思っ
ています。
　もう一つ、冒頭ご説明させていただきました
が、文化財と言いながら文化的景観ですとか重
要伝統的建造物群のような、「財」という言葉
をいささか超えるようなコホート的なものも
法律の射程に置いています。ですので、日本の
中ではそういった状況も踏まえながら、今後議
論していかないといけないと思っています。
他方、個人的には、韓国のような、諸外国から
見てもトランスペアレンシーが高い法体系も
非常に羨ましい部分もあると思って聞いてい
ましたが、国内のそういった状況もあるかと
思っています。

海野　文化財の概念の話というところで、そも
そも日本の中でも文化遺産と文化財という用
語の使い分けは、専門家の中でも、人によって
定義が異なってくる難しいところだと思いま
す。さらに、本日の議論で言えば、いわゆる不
動産を念頭に置いておられると思いますけれ
ども、今出てきた無形や、あるいは動産につい
ても美術工芸品のようなものもたくさんあり

ます。ただし、本日の話としては、比較的不動
産に近いところを中心にお話をしていきたい
と思います。
　各国の状況の中で、いくつかキーワードとい
うか、同じような問題として出てきているの
が、コミュニティや地方に関する問題です。こ
れらは各国共通する課題として持っていて、こ
ういった場というのは議論に適した場ではな
いかと思います。それとともに、文化財自体を
支えている、あるいは別に存在しているものも
あるかもしれないですが、無形のものが存在し
ていて、それが有形のものとシナジーを持って
いるものもあります。日本であれば、それ自体
を支える技術者ですとか、あるいは森林といっ
たものまで含め、いわゆる文化財の概念自体を
広げるような動きも出てきているかと思いま
す。この辺について、少し議論を移していきた
いと思います。まず、コミュニティについて、
人口減少あるいは継承者不足というお話があ
りましたが、地方というところと絡めていった
場合におそらく、中国のように割と統制の強い
ところと、そうではなくて所有者の自主性に任
せるところといった面でも、大きな違いが出て
くるかと思います。そういった意味で、中国が
多分一番強固な体制を取られているかと思い
ますが、そこで起きている問題、あるいは今後
起きそうな問題についてお話しいただけます
でしょうか。

杜　本当に難しい問題です。私はコミュニティ
開発に関するユネスコチェアを担当しており、
10月16日に香港で国際シンポジウムを開催す
る予定です。このシンポジウムでは、都市の中
の遺産をいかに保存していくかという課題に
ついて議論する予定です。香港は皆さんもよ
くご存じかと思いますが、あえて開催地として
香港を選んだ理由は、1997年に中国に返還さ
れて以降、近年になって少しずつ文化遺産保存
への意識が高まってきているからです。しか
し、1990年代までは保存への意識はほとんど
なく、土地を高く売ることだけが重視されてい
ました。この傾向はイギリス統治下の時代で
も同様でした。中国にもかつては同様の状況
がありましたが、現在では文化遺産を大切にす
る意識が広まっています。しかし、発展の度合
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パク　付け加えると、ベク事務官の発表内でも
説明があった通り、旧文化財保護法では原型の
維持が原則でしたが、国家遺産基本法では、価
値に焦点を変えて、価値をさらに豊かにして未
来へと伝えるという風に法律内に基本理念と
して書かれていることが特徴となります。

海野　韓国の状況について、やはり世界遺産条
約にならって、「人類」という言葉や原型保存
から広げていくという姿勢、また未来思考とい
う、すごく示唆に富むお話であったかと思いま
す。中国はいかがでしょうか。

杜　中国におけるそのような表現について、先
ほどの発表時には十分に説明できませんでし
たが、「文物」という言葉自体は唐代から存在
しています。しかし当時の「文物」は現在のよ
うな意味ではなく、宋代になると現代的な意味
合いを帯びるようになりました。また、中国で
は韓国と同様に、1985年ごろの世界遺産条約
加盟を契機として、「文化遺産」という言葉が
国内で少しずつ使われるようになりました。
さらに、2005年には初めて「文化遺産の日」が
制定され、現在では「文化と自然遺産の日」と
呼ばれています。「文物」と「文化遺産」は同じ
概念なのか、それとも異なるのかという議論
は、学術的にも法的にも未だ明確に結論が出て
いません。中国では毎年2～3月ごろに全国人
民代表大会（通称・全人代）が開かれ、政府と
して重要な政策をまとめた報告書を発表しま
すが、その報告書で用いられる表現も、この15
年間のうち2年間を除いて毎年変化していま
す。文物、文化遺産、無形文化遺産、考古学な
ど、年ごとに用語が異なります。これは、おそ

らく管理者も中国の指導部も、文物、文化遺産、
無形文化遺産の相互関係を明確に区別できて
いないためだと思われます。
　先ほど思い出したのですが、十数年前、稲葉
信子先生が当時筑波大学にいらっしゃった頃、
中国・清華大学の呂舟先生と講演された後、私
のところにもお越しになりました。その際、日
中韓で「アジア遺産」という制度を創設するか
どうか検討したことがあります。これは「日本
遺産」の制度ができる前の話です。しかし、そ
の議論はまとまらず、結果として日本遺産が先
に創設されました。さらに2016年には、稲葉
先生を上海にお招きして日本遺産についてご
講演いただいた際、中国の多くの関係者が非常
に羨ましく感じている様子が印象的でした。
日本遺産という言葉は、従来の文化財だけでは
包括しきれない概念を、点・線・面の観点から
整理して理解できるようにしたものであり、そ
の意味でも非常に重要な概念だと考えていま
す。しかし、中国ではこの点がまだ解決されて
いません。最大の問題は、遺産の種類ごとに所
管部署が異なることです。有形の文化遺産は
国家文物局、無形文化遺産は文化観光部、自然
遺産および複合遺産は国家林業草原局が管轄
しています。そのため、国家文物局は文物に関
する法律しか制定できない状況が続いており、
大変残念に思っています。

海野　おそらく言葉がそれだけ変化し続けて
いるため、概念規定が難しい一方で、文物とい
う、法律的に定まっているところの概念はかな
り強固になっているというところかと思いま
す。これを受けて、日本の状況というのはいか
がでしょうか。

塩川　日本においても、政府の言葉あるいは法
律、予算の中で、実は文化財という言葉と単独
で文化という言葉、それから文化遺産という言
葉が結構色々な場面で使われていると思いま
す。大きいイメージで言うと、国際社会のこと
を念頭において、とりわけ経済的価値といった
ものを大きく超えるものを指すときには、遺産
という言葉を使う傾向があるかと思っていま
す。その上で、日本国内における文化財という
言葉については、二つ特徴があると思っていま
す。一つ目は、文化財という言葉が文化財保護
法ができてからもう70年余経ち、結構人口に
膾炙している中で、いわゆる文化財という言葉
の概念が非常に広く捉えられる傾向があるの
ではないかと思っています。今、映画で『国宝』
が非常にヒットしていますが、そもそも無形文
化財は国宝ではなく、人間国宝であって、すな
わち国宝というのは建造物等の有形の文化財
を対象にしていますが、通称である「人間国宝」
から「人間」が取れて「国宝」という言葉が普
通に受け入れられているということとパラレ
ルに、文化財という言葉の公共的な受け止め方
が、日本では大きいという感じがあるかと思っ
ています。
　もう一つ、冒頭ご説明させていただきました
が、文化財と言いながら文化的景観ですとか重
要伝統的建造物群のような、「財」という言葉
をいささか超えるようなコホート的なものも
法律の射程に置いています。ですので、日本の
中ではそういった状況も踏まえながら、今後議
論していかないといけないと思っています。
他方、個人的には、韓国のような、諸外国から
見てもトランスペアレンシーが高い法体系も
非常に羨ましい部分もあると思って聞いてい
ましたが、国内のそういった状況もあるかと
思っています。

海野　文化財の概念の話というところで、そも
そも日本の中でも文化遺産と文化財という用
語の使い分けは、専門家の中でも、人によって
定義が異なってくる難しいところだと思いま
す。さらに、本日の議論で言えば、いわゆる不
動産を念頭に置いておられると思いますけれ
ども、今出てきた無形や、あるいは動産につい
ても美術工芸品のようなものもたくさんあり

ます。ただし、本日の話としては、比較的不動
産に近いところを中心にお話をしていきたい
と思います。
　各国の状況の中で、いくつかキーワードとい
うか、同じような問題として出てきているの
が、コミュニティや地方に関する問題です。こ
れらは各国共通する課題として持っていて、こ
ういった場というのは議論に適した場ではな
いかと思います。それとともに、文化財自体を
支えている、あるいは別に存在しているものも
あるかもしれないですが、無形のものが存在し
ていて、それが有形のものとシナジーを持って
いるものもあります。日本であれば、それ自体
を支える技術者ですとか、あるいは森林といっ
たものまで含め、いわゆる文化財の概念自体を
広げるような動きも出てきているかと思いま
す。この辺について、少し議論を移していきた
いと思います。まず、コミュニティについて、
人口減少あるいは継承者不足というお話があ
りましたが、地方というところと絡めていった
場合におそらく、中国のように割と統制の強い
ところと、そうではなくて所有者の自主性に任
せるところといった面でも、大きな違いが出て
くるかと思います。そういった意味で、中国が
多分一番強固な体制を取られているかと思い
ますが、そこで起きている問題、あるいは今後
起きそうな問題についてお話しいただけます
でしょうか。

杜　本当に難しい問題です。私はコミュニティ
開発に関するユネスコチェアを担当しており、
10月16日に香港で国際シンポジウムを開催す
る予定です。このシンポジウムでは、都市の中
の遺産をいかに保存していくかという課題に
ついて議論する予定です。香港は皆さんもよ
くご存じかと思いますが、あえて開催地として
香港を選んだ理由は、1997年に中国に返還さ
れて以降、近年になって少しずつ文化遺産保存
への意識が高まってきているからです。しか
し、1990年代までは保存への意識はほとんど
なく、土地を高く売ることだけが重視されてい
ました。この傾向はイギリス統治下の時代で
も同様でした。中国にもかつては同様の状況
がありましたが、現在では文化遺産を大切にす
る意識が広まっています。しかし、発展の度合
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いが地域によって一様ではないため、沿海部と
内陸の西部・中部では意識に大きな差があり
ます。
　私たち研究者もコミュニティの参加につい
て考えていますが、その具体的な方法を見つけ
るにはかなりの時間がかかると思われます。
簡単に言えば、コミュニティの人々の意見をよ
く聞くことですが、実際に効果的な解決策を見
つけることは極めて難しい問題です。これは
経済的な問題だけでなく、認識の違いなども考
慮する必要があります。先ほどの言葉の話に
戻りますが、「文物」や「文化遺産」といった言
葉や法律、そして未来について十分に考えた上
で、初めてコミュニティの課題に対する解決策
を見出せるのではないかと考えています。し
たがって、ヨーロッパやアメリカ、日本で成功
した事例をそのまま中国に応用することはで
きません。そのため、自国の現実的な状況を十
分に調査・研究し、慎重に検討した上で、初め
て適切な方法を見つけることが可能になると
考えています。それが私たち研究者の責任で
あり、現時点では必ずしも有効な方法が存在す
るとは言えない状況です。

海野　韓国の状況はいかがでしょうか。

パク　まずはコミュニティについて、韓国では
世界遺産に登録されている遺産の中で伝統的
な村が二つあります。それらは世界遺産に登
録されていて、史跡にも指定され、民俗村にも
なっており、色々な規制を受けています。その
結果、村の住民からは色々と苦情が国家遺産庁
に寄せられており、2、3年に一度程度はそれが
大きな問題になるというような状況ですが、そ
れを根本的に解決する方法は今のところない
のが現状です。住民の方からは世界遺産登録
を解除してほしいという人もいますが、それは
村の方でも意見が分かれています。世界遺産
に登録されて以降、観光客が増えたのも事実で
すし、世界遺産を見に来る観光客のために道路
や駐車場が整備されたことも事実ですから、村
の中でも意見が割れているところです。おそ
らく住んでいる環境が日々悪化しているとい
うのが現状でして、国家遺産庁の方でも法改正
などを通じて外観を保っていれば内部の方は

改造できるようにしていますが、それにも限界
があるということで、今後も問題になってくる
と思います。また有形と無形のコミュニティ
の問題は、それらがシナジー効果を持ち得るこ
とはあります。同じ世界遺産でも、ソウルの宗
廟では、宗廟が世界遺産で、そこで演奏される
音楽はユネスコの無形文化遺産となっていま
す。年に一、二度ぐらい大きな公演をやってい
て、そちらの方は伝承に問題がないですし、そ
こに訪れる人たちは宗廟という建物の元の価
値を、公演を鑑賞することを通じて理解できま
すので、そちらの方はシナジー効果があると言
えますが、伝統的な村の方はそうではない状況
です。

海野　文化遺産だけでなく、いわゆる地方の過
疎化といった社会課題そのものに関わる問題
も含んでおり、ここですぐに解決ができる話で
はないと思いますが、まず日本の状況について
伺ってもよろしいでしょうか。

塩川　日本でも人口減少の中で、色々なところ
で継承者の不足という問題が出ていると思い
ます。有形の建物などの修理や原材料に関わっ
てきた人々の後継者不足というのも結構出て
きているところですし、あるいは無形文化財に
ついてはそもそも担い手がいなくなってきて
いるという状況があると思っています。こう
いった課題について、本当に一発で効く処方箋
なんていうものは当然ないわけで、いくつかの
アプローチを取っていかないといけないとい
うのが正直思っているところです。例えば、経
済的な支援をやっていくことはもちろん大事
ですが、建造物の文化財について言えば、個人

所有のものであれば、大規模修理の際に国から
最大85%の補助を受けることが可能になって
います。しかし、85%の支援があっても、所有
者さんによっては世代交代の中で非常に負担
感を抱えてきている方もいらっしゃるという
ような状況もあります。かと言って、自治体全
般で見た時には、個人所有については、地域の
アイデンティティと言えるのかといった議論
や、地域としてお金をどう出すべきかという議
論もあります。お金の話だけではなく、こう
いった話の解決は、私はずっと思っていますけ
れども、やっぱり議論していくことが非常に重
要なのではないかと思っています。日本全体
で人口が減少していく中で、何を自分たちに
とって価値があるものとして、あるいはお金を
投入するものとして判断していくのかという
ことを考えていかないといけないのではない
かという思いがあります。そういった議論は、
政府や地方政府のみならず、コミュニティあり
きの議論であるべきで、そこに関係者が関与す
るという形が望まれるのではないかと思って
います。もちろん局所的には、最近では奈良県
が県立高校の林業系に修理などの専門の学科
を作るといった話も出ていましたし、そういっ
たものは非常に効果的だと思いますが、マクロ
で見た時にはやはり議論をしていく中で大き
い方向性を決めていくことが必要不可欠では
ないかと思っています。

海野　今出てきたように、おそらく価値を共有
できるかどうかということがやはり一番大き
な課題になってくるかと思いますし、地域創生
に関連して言われるようなローカル・プライ
ドやローカル・アイデンティティのようなも

のがコミュニティの規範になってくるという
ところだと思います。日中韓のお話がありま
したけれども、友田さんは実際に活動されてい
て、その辺りのところで心がけていること、あ
るいはこうしたらうまくいく、または難しいと
感じる実態があれば、教えていただけますで
しょうか。

友田　非常に難しい問題です。過疎化や都市
への集中といった現象は、ある時期までは先進
国特有の課題だったのが、今ではグローバルに
そういった状況が加速しています。例えば、海
野さんと一緒にブータンで十数年間にわたっ
て調査してきました。ある時までは世界一幸
福な国と言われていましたが、最近では田舎に
行くと人が少なくなって高齢者の方々しかお
らず、空き家がどんどん増えています。「この
（空き家の）うちの人はどこへ行ったのか」と
尋ねると、「オーストラリアに引っ越した」な
どと言われます。そんな状況にどう対応して
いくのかというのは、なかなか我々文化遺産の
立場の人間だけで解決できる話ではないです。
ただ、そうした中でも、何を残さなくてはいけ
ないのか、あるいは少なくとも、残すべきもの
があるのだという感覚を、まず一般の国民の方
に持ってもらうことは意味があるのではない
かと思っていて、ブータンでもそのために絵本
を作って全国の学校に配るといった活動を行
いました。お寺の保存というのは皆さんよく
分かってくれます。お寺は大事だと皆さん思っ
ていますが、自分が住んでいる古い家に価値が
あるとは誰も思っていない。そんな状況があ
るので、なぜそういうものに文化的な価値があ
るのかを説明する絵本を作りました。このよ
うな地道な活動がすぐに何か効果を生むこと
は少ないかも知れませんが、たとえ地道であっ
ても少しずつ努力を積み上げていって、文化に
対して注意を払ってもらえるような環境を
作っていくことが重要だと思っています。

海野　実際に、世界的な潮流として、都市集中
という問題、あるいは経済市場主義的な傾向と
いうのが、過去20～30年で急速に進んでおり、
それによって、文化遺産や地方の衰退につな
がっているともいえます。逆に言うと、文化遺
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いが地域によって一様ではないため、沿海部と
内陸の西部・中部では意識に大きな差があり
ます。
　私たち研究者もコミュニティの参加につい
て考えていますが、その具体的な方法を見つけ
るにはかなりの時間がかかると思われます。
簡単に言えば、コミュニティの人々の意見をよ
く聞くことですが、実際に効果的な解決策を見
つけることは極めて難しい問題です。これは
経済的な問題だけでなく、認識の違いなども考
慮する必要があります。先ほどの言葉の話に
戻りますが、「文物」や「文化遺産」といった言
葉や法律、そして未来について十分に考えた上
で、初めてコミュニティの課題に対する解決策
を見出せるのではないかと考えています。し
たがって、ヨーロッパやアメリカ、日本で成功
した事例をそのまま中国に応用することはで
きません。そのため、自国の現実的な状況を十
分に調査・研究し、慎重に検討した上で、初め
て適切な方法を見つけることが可能になると
考えています。それが私たち研究者の責任で
あり、現時点では必ずしも有効な方法が存在す
るとは言えない状況です。

海野　韓国の状況はいかがでしょうか。

パク　まずはコミュニティについて、韓国では
世界遺産に登録されている遺産の中で伝統的
な村が二つあります。それらは世界遺産に登
録されていて、史跡にも指定され、民俗村にも
なっており、色々な規制を受けています。その
結果、村の住民からは色々と苦情が国家遺産庁
に寄せられており、2、3年に一度程度はそれが
大きな問題になるというような状況ですが、そ
れを根本的に解決する方法は今のところない
のが現状です。住民の方からは世界遺産登録
を解除してほしいという人もいますが、それは
村の方でも意見が分かれています。世界遺産
に登録されて以降、観光客が増えたのも事実で
すし、世界遺産を見に来る観光客のために道路
や駐車場が整備されたことも事実ですから、村
の中でも意見が割れているところです。おそ
らく住んでいる環境が日々悪化しているとい
うのが現状でして、国家遺産庁の方でも法改正
などを通じて外観を保っていれば内部の方は

改造できるようにしていますが、それにも限界
があるということで、今後も問題になってくる
と思います。また有形と無形のコミュニティ
の問題は、それらがシナジー効果を持ち得るこ
とはあります。同じ世界遺産でも、ソウルの宗
廟では、宗廟が世界遺産で、そこで演奏される
音楽はユネスコの無形文化遺産となっていま
す。年に一、二度ぐらい大きな公演をやってい
て、そちらの方は伝承に問題がないですし、そ
こに訪れる人たちは宗廟という建物の元の価
値を、公演を鑑賞することを通じて理解できま
すので、そちらの方はシナジー効果があると言
えますが、伝統的な村の方はそうではない状況
です。

海野　文化遺産だけでなく、いわゆる地方の過
疎化といった社会課題そのものに関わる問題
も含んでおり、ここですぐに解決ができる話で
はないと思いますが、まず日本の状況について
伺ってもよろしいでしょうか。

塩川　日本でも人口減少の中で、色々なところ
で継承者の不足という問題が出ていると思い
ます。有形の建物などの修理や原材料に関わっ
てきた人々の後継者不足というのも結構出て
きているところですし、あるいは無形文化財に
ついてはそもそも担い手がいなくなってきて
いるという状況があると思っています。こう
いった課題について、本当に一発で効く処方箋
なんていうものは当然ないわけで、いくつかの
アプローチを取っていかないといけないとい
うのが正直思っているところです。例えば、経
済的な支援をやっていくことはもちろん大事
ですが、建造物の文化財について言えば、個人

所有のものであれば、大規模修理の際に国から
最大85%の補助を受けることが可能になって
います。しかし、85%の支援があっても、所有
者さんによっては世代交代の中で非常に負担
感を抱えてきている方もいらっしゃるという
ような状況もあります。かと言って、自治体全
般で見た時には、個人所有については、地域の
アイデンティティと言えるのかといった議論
や、地域としてお金をどう出すべきかという議
論もあります。お金の話だけではなく、こう
いった話の解決は、私はずっと思っていますけ
れども、やっぱり議論していくことが非常に重
要なのではないかと思っています。日本全体
で人口が減少していく中で、何を自分たちに
とって価値があるものとして、あるいはお金を
投入するものとして判断していくのかという
ことを考えていかないといけないのではない
かという思いがあります。そういった議論は、
政府や地方政府のみならず、コミュニティあり
きの議論であるべきで、そこに関係者が関与す
るという形が望まれるのではないかと思って
います。もちろん局所的には、最近では奈良県
が県立高校の林業系に修理などの専門の学科
を作るといった話も出ていましたし、そういっ
たものは非常に効果的だと思いますが、マクロ
で見た時にはやはり議論をしていく中で大き
い方向性を決めていくことが必要不可欠では
ないかと思っています。

海野　今出てきたように、おそらく価値を共有
できるかどうかということがやはり一番大き
な課題になってくるかと思いますし、地域創生
に関連して言われるようなローカル・プライ
ドやローカル・アイデンティティのようなも

のがコミュニティの規範になってくるという
ところだと思います。日中韓のお話がありま
したけれども、友田さんは実際に活動されてい
て、その辺りのところで心がけていること、あ
るいはこうしたらうまくいく、または難しいと
感じる実態があれば、教えていただけますで
しょうか。

友田　非常に難しい問題です。過疎化や都市
への集中といった現象は、ある時期までは先進
国特有の課題だったのが、今ではグローバルに
そういった状況が加速しています。例えば、海
野さんと一緒にブータンで十数年間にわたっ
て調査してきました。ある時までは世界一幸
福な国と言われていましたが、最近では田舎に
行くと人が少なくなって高齢者の方々しかお
らず、空き家がどんどん増えています。「この
（空き家の）うちの人はどこへ行ったのか」と
尋ねると、「オーストラリアに引っ越した」な
どと言われます。そんな状況にどう対応して
いくのかというのは、なかなか我々文化遺産の
立場の人間だけで解決できる話ではないです。
ただ、そうした中でも、何を残さなくてはいけ
ないのか、あるいは少なくとも、残すべきもの
があるのだという感覚を、まず一般の国民の方
に持ってもらうことは意味があるのではない
かと思っていて、ブータンでもそのために絵本
を作って全国の学校に配るといった活動を行
いました。お寺の保存というのは皆さんよく
分かってくれます。お寺は大事だと皆さん思っ
ていますが、自分が住んでいる古い家に価値が
あるとは誰も思っていない。そんな状況があ
るので、なぜそういうものに文化的な価値があ
るのかを説明する絵本を作りました。このよ
うな地道な活動がすぐに何か効果を生むこと
は少ないかも知れませんが、たとえ地道であっ
ても少しずつ努力を積み上げていって、文化に
対して注意を払ってもらえるような環境を
作っていくことが重要だと思っています。

海野　実際に、世界的な潮流として、都市集中
という問題、あるいは経済市場主義的な傾向と
いうのが、過去20～30年で急速に進んでおり、
それによって、文化遺産や地方の衰退につな
がっているともいえます。逆に言うと、文化遺
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産というものは、過去に地方において投資がな
され、良質なものが残っていると。それが流れ
を逆転させる可能性のある一つの重要なコマ
であるというような見方をしていくことで、い
わゆるドラスティックに考えを変えるきっか
けになるのではないかと考えています。それ
はともかくとして、コミュニティの問題という
観点から、例えば、法律的に何か後押しするこ
とができる可能性のあるものはあるでしょう
か。

八並　その点については、これまでの皆さんの
議論に賛同するところがあって、やはり「この
ような種類の法律を作ればよい」とか「このよ
うな制度を設ければよい」といった、いわば万
能薬の処方箋は存在しない問題であることは
当然だと思います。他方で、観察の視点として
は、本日のご発表でも各国でそこを強く意識し
た法改正がされているということは、それがか
なりグローバルなレベルの社会課題になって
いるということを意味していると思います。
例えば、中国の最新の法改正でも新しく第19
条を設けて、社会参画についてのメカニズムを
国が整備するということが掲げられています
し、韓国の国家遺産基本法の中でも、第7条の
中でコミュニティの活性化が掲げられていま
す。日本において地域計画の仕組みを整備す
るといったことも、より地域、そして住民の声
を反映させる動きであると思います。それ自
体はポジティブな理念とか、例えば世界遺産の
世界でもコミュニティが重要視されていると
いったものを反映するという側面は当然あり
ます。他方で、具体的に法改正までして国内法
の中で仕組みを変えることはそれなりにコス
トがかかることですので、喫緊の社会課題とし
て直面して初めて実現するという側面もあり
ます。そういう意味では、これだけ共通してコ
ミュニティの問題を後押ししたいということ
が基本法に入ってくるというのは、地域の問題
を超えて、グローバルな問題としてかなり認識
されているということかと思います。
　先ほど海野さんが振ってくださった、法律的
にどういう方向から支援することが可能かと
いうことについて、万能薬はないとは思ってい
ますが、他方で、本日の発表の中にはいくつか

ヒントがあったと思っています。一つには、そ
れぞれの国でかなりアーカイブを重視するよ
うな規定が盛り込まれているということが観
察できます。これはある意味で人口減少みた
いなものが、例えば中国は人口が多い国とし
て、インドか中国かといった形で出てくる国で
はありますが、それでもやはり本日の話を伺っ
ていると、ローカルなレベルではかなり影響が
出るほどの社会構造の変化が出ているという
ことで大変勉強になりました。そういう時に、
最新の中国の法律、それから韓国の法律の中
で、記録自体をどういう風に制度に載せていく
か、つまり記録というのは技術がしっかりと進
歩して、それぞれの分野で取り方というものが
しっかり発展すれば、専門家にとっては良いわ
けです。しかし、それを実際にコミュニティの
営みに反映させるためには、やはり制度の面か
らもバックアップする必要があり、そういうと
ころに対する取り組みが、各国の法律に出てき
ているというのは、地方消滅の危機や人口減少
に対する対応の一つとして現れているのでは
ないかと思います。
　もう一つは、皆さんも仰っていたことです
が、文化遺産の分野だけで対応できないような
問題が法律の各条文に織り込まれていること
が観察できると思います。人口減少に加えて、
気候変動といった大局観を要する政策が、文化
遺産に関する法律の中にも入ってきています。
韓国では、国家遺産基本法を作った際に、あわ
せて組織改編まで実施されたということで、大
変なプロセスであったかと推測します。そう
いった形で工夫して、色々な省庁間での連携が
取れる組織体制をいかに構築するか、それは行
政だけの体制ではなく、地方の様々なアクター
との接続がしやすいような仕組みをいかに構
築していけるかといったところに、今後の各国
における法整備の腕の見せどころが出てくる
のではないかという気がします。

海野　コミュニティと言った時に、いわゆる地
域コミュニティだけじゃなくて、行政自体も一
つのコミュニティとして捉えるという考え方
を示す図が塩川さんの発表にも含まれていま
した。文化遺産を真ん中に置いたとき、色々な
ものが周りに広がっていて、それを総体とし

て、オール地域のような形で、行政も含めて取
り組んでいく必要があるかと思います。
　その点に関して、私から一つお聞きしたいこ
とがあります。国レベルでは専門家の方々が
いらっしゃると思いますが、地方レベルにおい
ても、専門家や相談できる体制が整っているの
かどうか、各国の状況をお聞かせいただけます
でしょうか。日本からお願いします。

塩川　国の連携はさておきという話でしたが、
例えば、関係省庁と連携している共管法はかな
り多くあります。文化財関係でいうと、そもそ
も文化庁の所管外でも「古都保存法」や「明日
香法」などがありますし、いわゆる「歴史まち
づくり法」と略称されている法律は、文部科学
省、国土交通省、農林水産省の共管です。この
法律についても、各地域がそのアイデンティ
ティであって、今後の持続可能性ある成長を見
据えて、対象となり得る文化財の範囲を広げよ
うという議論は、文化庁と国土交通省でも現在
行っているところです。そういった形で、国レ
ベルでの横の連携は進んできていると思って
います。
　もう一つ、地方レベルの話としては、大きく
二つあると思っています。そもそも十分な知
見がないという話、あるいは知見があっても、
それが特定の人に集中してしまうという話が
あると思っています。例えば、文化庁では観光
庁などと連携して、もう少し伴走支援する人を
チームとして作って、そうした自治体に派遣す
るという動きをしているところです。あわせ
て、今の日本では、もう少し大きい人口減少の
話は文化政策にとどまらないですので、人口減
少に直面している地方に対しては、石破政権の

時に始まった取り組みとして、国の各省が関心
のある自治体を支援するために省庁横断チー
ムを設ける制度というものも作っています。
そうした自治体と国レベルの垣根を超えるよ
うな取り組みが進みつつあるのが今の日本の
状況だと思います。

海野　現場では、伴走者がいない、あるいはそ
もそもどこに相談したらいいのか分からない、
という声を非常によく耳にします。そういっ
たところが充実してくると、実際そこに居続け
て何かしようとすると。外から人を連れてく
るよりは、元からその地域にいる人の方がそこ
に留まってくれる可能性は高いでしょうから、
可能性のある未来の一つかと思います。続け
て、杜さんはいかがでしょうか。

杜　中国では、国民の知識や文化に対する許容
度について、日本とはまだ差があります。また、
地域によっても状況は大きく異なります。例
えば、浙江省や江蘇省といった地域では、近年
になって地域住民もそうした関心を持つよう
になってきました。一方で、発表時にもお話し
した山西省のある村では、10年前には子ども
たちの姿も見られましたが、現在では高齢の方
ばかりになっています。多くの住民が収入を
得るために子どもを連れて町へ出て行き、地方
の小学校や中学校は減少傾向にあります。高
齢者の方々も、自分たちの村や遺跡を大切に守
りたいという気持ちはあるのですが、実際にそ
れを担う力には限界があります。我々専門家
も調査の際には地域住民の意見をよく聞きま
すが、そうした声をどのように政府の上層部に
届けるかという課題が残っています。
　また、民族によっても状況は異なります。例
えば、コロナ禍の約3年間、私のチームは新疆
ウイグル自治区に滞在し、仏教遺跡や仏教美術
の調査を行い、約820点を測量しました。しか
し、その際に最も強く感じたのは、現在の村の
住民の多くがイスラム教徒であることから、こ
の地域がかつて仏教文化の中心であったこと
や、これらの仏教遺跡が人類にとって重要であ
り、大切に保護すべき文化遺産であるという認
識を共有することが容易ではないという点で
した。ただし、現在私が指導している博士課程
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産というものは、過去に地方において投資がな
され、良質なものが残っていると。それが流れ
を逆転させる可能性のある一つの重要なコマ
であるというような見方をしていくことで、い
わゆるドラスティックに考えを変えるきっか
けになるのではないかと考えています。それ
はともかくとして、コミュニティの問題という
観点から、例えば、法律的に何か後押しするこ
とができる可能性のあるものはあるでしょう
か。

八並　その点については、これまでの皆さんの
議論に賛同するところがあって、やはり「この
ような種類の法律を作ればよい」とか「このよ
うな制度を設ければよい」といった、いわば万
能薬の処方箋は存在しない問題であることは
当然だと思います。他方で、観察の視点として
は、本日のご発表でも各国でそこを強く意識し
た法改正がされているということは、それがか
なりグローバルなレベルの社会課題になって
いるということを意味していると思います。
例えば、中国の最新の法改正でも新しく第19
条を設けて、社会参画についてのメカニズムを
国が整備するということが掲げられています
し、韓国の国家遺産基本法の中でも、第7条の
中でコミュニティの活性化が掲げられていま
す。日本において地域計画の仕組みを整備す
るといったことも、より地域、そして住民の声
を反映させる動きであると思います。それ自
体はポジティブな理念とか、例えば世界遺産の
世界でもコミュニティが重要視されていると
いったものを反映するという側面は当然あり
ます。他方で、具体的に法改正までして国内法
の中で仕組みを変えることはそれなりにコス
トがかかることですので、喫緊の社会課題とし
て直面して初めて実現するという側面もあり
ます。そういう意味では、これだけ共通してコ
ミュニティの問題を後押ししたいということ
が基本法に入ってくるというのは、地域の問題
を超えて、グローバルな問題としてかなり認識
されているということかと思います。
　先ほど海野さんが振ってくださった、法律的
にどういう方向から支援することが可能かと
いうことについて、万能薬はないとは思ってい
ますが、他方で、本日の発表の中にはいくつか

ヒントがあったと思っています。一つには、そ
れぞれの国でかなりアーカイブを重視するよ
うな規定が盛り込まれているということが観
察できます。これはある意味で人口減少みた
いなものが、例えば中国は人口が多い国とし
て、インドか中国かといった形で出てくる国で
はありますが、それでもやはり本日の話を伺っ
ていると、ローカルなレベルではかなり影響が
出るほどの社会構造の変化が出ているという
ことで大変勉強になりました。そういう時に、
最新の中国の法律、それから韓国の法律の中
で、記録自体をどういう風に制度に載せていく
か、つまり記録というのは技術がしっかりと進
歩して、それぞれの分野で取り方というものが
しっかり発展すれば、専門家にとっては良いわ
けです。しかし、それを実際にコミュニティの
営みに反映させるためには、やはり制度の面か
らもバックアップする必要があり、そういうと
ころに対する取り組みが、各国の法律に出てき
ているというのは、地方消滅の危機や人口減少
に対する対応の一つとして現れているのでは
ないかと思います。
　もう一つは、皆さんも仰っていたことです
が、文化遺産の分野だけで対応できないような
問題が法律の各条文に織り込まれていること
が観察できると思います。人口減少に加えて、
気候変動といった大局観を要する政策が、文化
遺産に関する法律の中にも入ってきています。
韓国では、国家遺産基本法を作った際に、あわ
せて組織改編まで実施されたということで、大
変なプロセスであったかと推測します。そう
いった形で工夫して、色々な省庁間での連携が
取れる組織体制をいかに構築するか、それは行
政だけの体制ではなく、地方の様々なアクター
との接続がしやすいような仕組みをいかに構
築していけるかといったところに、今後の各国
における法整備の腕の見せどころが出てくる
のではないかという気がします。

海野　コミュニティと言った時に、いわゆる地
域コミュニティだけじゃなくて、行政自体も一
つのコミュニティとして捉えるという考え方
を示す図が塩川さんの発表にも含まれていま
した。文化遺産を真ん中に置いたとき、色々な
ものが周りに広がっていて、それを総体とし

て、オール地域のような形で、行政も含めて取
り組んでいく必要があるかと思います。
　その点に関して、私から一つお聞きしたいこ
とがあります。国レベルでは専門家の方々が
いらっしゃると思いますが、地方レベルにおい
ても、専門家や相談できる体制が整っているの
かどうか、各国の状況をお聞かせいただけます
でしょうか。日本からお願いします。

塩川　国の連携はさておきという話でしたが、
例えば、関係省庁と連携している共管法はかな
り多くあります。文化財関係でいうと、そもそ
も文化庁の所管外でも「古都保存法」や「明日
香法」などがありますし、いわゆる「歴史まち
づくり法」と略称されている法律は、文部科学
省、国土交通省、農林水産省の共管です。この
法律についても、各地域がそのアイデンティ
ティであって、今後の持続可能性ある成長を見
据えて、対象となり得る文化財の範囲を広げよ
うという議論は、文化庁と国土交通省でも現在
行っているところです。そういった形で、国レ
ベルでの横の連携は進んできていると思って
います。
　もう一つ、地方レベルの話としては、大きく
二つあると思っています。そもそも十分な知
見がないという話、あるいは知見があっても、
それが特定の人に集中してしまうという話が
あると思っています。例えば、文化庁では観光
庁などと連携して、もう少し伴走支援する人を
チームとして作って、そうした自治体に派遣す
るという動きをしているところです。あわせ
て、今の日本では、もう少し大きい人口減少の
話は文化政策にとどまらないですので、人口減
少に直面している地方に対しては、石破政権の

時に始まった取り組みとして、国の各省が関心
のある自治体を支援するために省庁横断チー
ムを設ける制度というものも作っています。
そうした自治体と国レベルの垣根を超えるよ
うな取り組みが進みつつあるのが今の日本の
状況だと思います。

海野　現場では、伴走者がいない、あるいはそ
もそもどこに相談したらいいのか分からない、
という声を非常によく耳にします。そういっ
たところが充実してくると、実際そこに居続け
て何かしようとすると。外から人を連れてく
るよりは、元からその地域にいる人の方がそこ
に留まってくれる可能性は高いでしょうから、
可能性のある未来の一つかと思います。続け
て、杜さんはいかがでしょうか。

杜　中国では、国民の知識や文化に対する許容
度について、日本とはまだ差があります。また、
地域によっても状況は大きく異なります。例
えば、浙江省や江蘇省といった地域では、近年
になって地域住民もそうした関心を持つよう
になってきました。一方で、発表時にもお話し
した山西省のある村では、10年前には子ども
たちの姿も見られましたが、現在では高齢の方
ばかりになっています。多くの住民が収入を
得るために子どもを連れて町へ出て行き、地方
の小学校や中学校は減少傾向にあります。高
齢者の方々も、自分たちの村や遺跡を大切に守
りたいという気持ちはあるのですが、実際にそ
れを担う力には限界があります。我々専門家
も調査の際には地域住民の意見をよく聞きま
すが、そうした声をどのように政府の上層部に
届けるかという課題が残っています。
　また、民族によっても状況は異なります。例
えば、コロナ禍の約3年間、私のチームは新疆
ウイグル自治区に滞在し、仏教遺跡や仏教美術
の調査を行い、約820点を測量しました。しか
し、その際に最も強く感じたのは、現在の村の
住民の多くがイスラム教徒であることから、こ
の地域がかつて仏教文化の中心であったこと
や、これらの仏教遺跡が人類にとって重要であ
り、大切に保護すべき文化遺産であるという認
識を共有することが容易ではないという点で
した。ただし、現在私が指導している博士課程
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の学生の中にウイグル族出身の方がいます。
その学生は、仏教遺跡に隣接する12の村を一
つずつ訪れ、住民との交流を重ねながら調査
し、その成果に基づいて博士論文を執筆してい
ます。やはり、言語と信頼関係がなければコ
ミュニケーションを取ることは極めて困難で
す。だからこそ、新疆での調査では彼女に大い
に助けられました。彼女はこれから1年間イタ
リアに留学しますが、留学後には新疆の大学に
戻る意向を持っています。以前は、ウイグル族
の人が上海に来るとそのまま新疆に戻らない
ことが多かったのですが、ようやく地元に戻る
意思を持つ学生が現れました。このように村
で地道に活動を続けていると、住民たちも次第
にその努力を認めてくれるようになります。
彼らは仏教遺跡の隣や遺跡の上に住んでおり、
その景観には親しみを持っています。興味深
いことに、幼いころからその風景を見て育った
ため、それらがイスラム教に関わるものだと誤
解している人も少なくありません。したがっ
て、こうした地域でコミュニティや先住民族と
関わる際には、何よりも信頼関係が重要です。
信頼関係なくして交流を行うことはできない
のです。

パク　まず省庁間の協力ということに関して、
韓国では本格的な制度としてはあまり確立し
ていないと思います。どの機関の管轄に属す
るかということが重要視される傾向にありま
す。ただし、例外もあり、2021年に世界遺産
に登録されたゲボル（韓国の干潟）の場合は、
海洋水産部と当時の文化財庁が協力しました。
世界遺産に登録されると、様々な補助金の交付
や規制の強化が行われますが、これらの課題に
対して両者が協力して対応しました。それ以
外の場合は、文化遺産に対して国家遺産庁が支
援するにあたり、他の省庁の規制や法律に抵触
することがあれば、国家遺産庁がその省庁と協
議する形で問題を解決してきましたので、制度
的な協力体制には至っていないと思います。
　地方への直接的な支援については、日本でも
同様だと思いますが、韓国でも地方における文
化遺産行政は自治体が担っており、遺産の指定
や管理についても基本的に自治体が責任を
負っています。国家遺産庁としては、主に予算

面での支援やその執行に関する指針を示す形
で関与するのみであり、それ以外の制度的な取
り組みは特に行われていないのが現状です。
しかし、昨年からは建造物の修理を担当する部
署である修理技術課が、建造物の国家遺産の修
理に関して多くの苦情や制度上の問題がある
ことを受け、全国をいくつかの地域に分けて現
地を回り、意見を聴取していると聞いていま
す。ただし、これは部署単位での対応であり、
組織全体としての制度的な取り組みではあり
ません。

海野　今の話を伺うと、日本と韓国はおそらく
似たような形で、政府が予算をつけていき、そ
の実施についてはあくまで各自治体が主体的
に動いていく必要があるところが、中国との大
きな体制の違いかと思います。一方で、そのよ
うな体制の違いに応じてやり方や課題がある
と同時に、今までの議論にありますように、い
ずれにしても対象となる文化遺産あるいは地
方に対してそれぞれが価値をきちんと見出し
て、それにプライドを持って取り組んでいくこ
とが重要です。最終的には熱意となってしま
うと、すごくチープではありますが、それがや
はり一つの起動力になっていくというのは共
通するところなのではないかと感じています。
　もう時間が押してきましたが、最後に国際協
力関係について少し触れたいと思います。二
国間関係における技術支援等は今までも行わ
れてきましたので、そういうお話よりむしろ、
これからの国際協力関係について少し考えて
みたいと思います。パクさんから今までのや
り方というのは衰退していく可能性があるの
ではないか、という厳しい表現もありました。
一方で、私としては本日のような議論、すなわ
ち同じテーマに関してそれぞれの土壌を踏ま
えて一回持ち寄ってみる、それを再び持って
帰って、それこそ文化的な多様性に合わせた、
あるいは国の事情に合わせた解決策を模索し
てみる、といったことを繰り返すことが今後の
一つの国際関係のあり方になっていくのでは
ないかと考えています。こうした点も含めて、
今後の国際関係のあり方について登壇者の皆
さんから一言ずついただいて、最後の締めの方
に向かいたいと思います。八並さんからよろ

しくお願いします。

八並　今後のあり方としては、幅を緩やかに広
げつつ、今回のような場も含めて、国際協力と
して続けて良いのではないかという今のご示
唆について、私は大賛成です。特に、本日の会
に参加させていただいて強く思いましたが、三
か国が共通して抱えている悩みや、法整備をす
る上での難しさなど、それぞれに感じるところ
があって、例えば、文化遺産に関わる政策と経
済政策をどのように両輪として回していくか
といったところは、それぞれが違うタイミング
で政策を新たに設けているにしても、かなり方
向性は似ているところがあると思いました。
観光に関する部分との連携であるとか、あるい
は未指定の文化遺産も含めたかなり包括的な
政策を走らせている部分などです。包括的な
アプローチに全体として向かおうとしている
時にそれぞれの国でやっている工夫などを、立
法技術の共有といった難しい観点からではな
くても、率直に今政策上どのようなことで悩ん
でいるのかということを共有するようなチャ
ンネルがもう少しあっても良いのではないか
と思いました。

塩川　私も全く同じ意見です。もちろんネッ
トで色々と拝見できるというのは、もう隔世の
感があるところですが、他方で法制度の裏側に
は社会制度の違いや考え方の微妙な言語化が
できない部分というのが結構ありまして、そこ
を理解しないと結局理解もずれるというのは
あると思います。それは国際協力も多分同じ
だと思います。まずは対話をして、現地の人が
どういうニーズを持っているのかをしっかり
と踏まえて行っていくことが、長期に見た時に
はやはりお互いにとってハッピーだというこ
とになるかと思います。それは、友田さんや海
野さんが行ってきたブータンでの事業でもま
さにそうだったのではないかと思います。そ
ういう観点からすると、言語、非言語的なもの
も含めて、こういった場で政府だけではなく、
アカデミアも含めて複層的にやっていくこと
は、それこそ無形も含めた価値があるのではな
いかと思っていますので、是非引き続きこのよ
うな会を実施することができれば良いかと思

います。

杜　私から新しい考えは特にありませんが、や
はりお互いを大切にすることが最も重要だと
思います。特に、国際交流は人間同士の交流で
すから、まずお互いの文化を理解することが何
より大切です。現在、私が会長を務める東アジ
ア文化遺産保存学会は民間の団体ではあるも
のの、2005年から日中韓のシンポジウムが始
まり、ソウルで発足して以来、今年で10回目の
シンポジウムが開催される予定です。おそら
く、日中韓の間で20年間、2年ごとにシンポジ
ウムを継続してきた学会は他にないかと思い
ます。毎回350名以上が参加しています。
2023年、コロナ禍が落ち着いた直後に北海道
で開催した際には、ビザ取得などの困難もあり
ましたが、中国から135名が参加しました。
2025年もおそらく400名程度が参加する予定
です。最も重要なのは、お互いに信頼し合い、
政治やその他の要因に左右されることなく、2
年に一度交互に開催し続けることです。会長
は2年ごとに交代し、会議の準備に責任を持ち
ます。20年間この会が続いてきたのは、会員
同士が「また会いたい」という気持ちを持ち続
けてきたからです。ただ最近では、私の知り合
いの先生方がお亡くなりになることも増え、私
たちの世代が築いてきたつながりが若い世代
に十分引き継がれていないのではないかと懸
念しています。ですから、このような国際交流
は、言葉の上で大きく語るだけではなく、自ら
積極的に関わり、個人的な友人関係を築き、友
情を深めていくことが重要です。そうするこ
とで、初めて本当の意味での国際交流が実現し
ます。形だけの国際交流には何の意味もあり
ません。

パク　先ほど従来の国際交流協力の実効性が
低下しているかもしれないとは言いましたが、
本日の発表を聞いて、日中韓の三か国で意外と
同じような問題、同じような悩みを抱えている
ことが分かりました。今でも、国家遺産庁と文
化庁の間では、建造物関連の会議などでは交流
が続いていますので、今後はそれぞれの部署単
位のみならず、より大きな問題を取り上げて交
流を続けていけば、三か国にとっても有益な形
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の学生の中にウイグル族出身の方がいます。
その学生は、仏教遺跡に隣接する12の村を一
つずつ訪れ、住民との交流を重ねながら調査
し、その成果に基づいて博士論文を執筆してい
ます。やはり、言語と信頼関係がなければコ
ミュニケーションを取ることは極めて困難で
す。だからこそ、新疆での調査では彼女に大い
に助けられました。彼女はこれから1年間イタ
リアに留学しますが、留学後には新疆の大学に
戻る意向を持っています。以前は、ウイグル族
の人が上海に来るとそのまま新疆に戻らない
ことが多かったのですが、ようやく地元に戻る
意思を持つ学生が現れました。このように村
で地道に活動を続けていると、住民たちも次第
にその努力を認めてくれるようになります。
彼らは仏教遺跡の隣や遺跡の上に住んでおり、
その景観には親しみを持っています。興味深
いことに、幼いころからその風景を見て育った
ため、それらがイスラム教に関わるものだと誤
解している人も少なくありません。したがっ
て、こうした地域でコミュニティや先住民族と
関わる際には、何よりも信頼関係が重要です。
信頼関係なくして交流を行うことはできない
のです。

パク　まず省庁間の協力ということに関して、
韓国では本格的な制度としてはあまり確立し
ていないと思います。どの機関の管轄に属す
るかということが重要視される傾向にありま
す。ただし、例外もあり、2021年に世界遺産
に登録されたゲボル（韓国の干潟）の場合は、
海洋水産部と当時の文化財庁が協力しました。
世界遺産に登録されると、様々な補助金の交付
や規制の強化が行われますが、これらの課題に
対して両者が協力して対応しました。それ以
外の場合は、文化遺産に対して国家遺産庁が支
援するにあたり、他の省庁の規制や法律に抵触
することがあれば、国家遺産庁がその省庁と協
議する形で問題を解決してきましたので、制度
的な協力体制には至っていないと思います。
　地方への直接的な支援については、日本でも
同様だと思いますが、韓国でも地方における文
化遺産行政は自治体が担っており、遺産の指定
や管理についても基本的に自治体が責任を
負っています。国家遺産庁としては、主に予算

面での支援やその執行に関する指針を示す形
で関与するのみであり、それ以外の制度的な取
り組みは特に行われていないのが現状です。
しかし、昨年からは建造物の修理を担当する部
署である修理技術課が、建造物の国家遺産の修
理に関して多くの苦情や制度上の問題がある
ことを受け、全国をいくつかの地域に分けて現
地を回り、意見を聴取していると聞いていま
す。ただし、これは部署単位での対応であり、
組織全体としての制度的な取り組みではあり
ません。

海野　今の話を伺うと、日本と韓国はおそらく
似たような形で、政府が予算をつけていき、そ
の実施についてはあくまで各自治体が主体的
に動いていく必要があるところが、中国との大
きな体制の違いかと思います。一方で、そのよ
うな体制の違いに応じてやり方や課題がある
と同時に、今までの議論にありますように、い
ずれにしても対象となる文化遺産あるいは地
方に対してそれぞれが価値をきちんと見出し
て、それにプライドを持って取り組んでいくこ
とが重要です。最終的には熱意となってしま
うと、すごくチープではありますが、それがや
はり一つの起動力になっていくというのは共
通するところなのではないかと感じています。
　もう時間が押してきましたが、最後に国際協
力関係について少し触れたいと思います。二
国間関係における技術支援等は今までも行わ
れてきましたので、そういうお話よりむしろ、
これからの国際協力関係について少し考えて
みたいと思います。パクさんから今までのや
り方というのは衰退していく可能性があるの
ではないか、という厳しい表現もありました。
一方で、私としては本日のような議論、すなわ
ち同じテーマに関してそれぞれの土壌を踏ま
えて一回持ち寄ってみる、それを再び持って
帰って、それこそ文化的な多様性に合わせた、
あるいは国の事情に合わせた解決策を模索し
てみる、といったことを繰り返すことが今後の
一つの国際関係のあり方になっていくのでは
ないかと考えています。こうした点も含めて、
今後の国際関係のあり方について登壇者の皆
さんから一言ずついただいて、最後の締めの方
に向かいたいと思います。八並さんからよろ

しくお願いします。

八並　今後のあり方としては、幅を緩やかに広
げつつ、今回のような場も含めて、国際協力と
して続けて良いのではないかという今のご示
唆について、私は大賛成です。特に、本日の会
に参加させていただいて強く思いましたが、三
か国が共通して抱えている悩みや、法整備をす
る上での難しさなど、それぞれに感じるところ
があって、例えば、文化遺産に関わる政策と経
済政策をどのように両輪として回していくか
といったところは、それぞれが違うタイミング
で政策を新たに設けているにしても、かなり方
向性は似ているところがあると思いました。
観光に関する部分との連携であるとか、あるい
は未指定の文化遺産も含めたかなり包括的な
政策を走らせている部分などです。包括的な
アプローチに全体として向かおうとしている
時にそれぞれの国でやっている工夫などを、立
法技術の共有といった難しい観点からではな
くても、率直に今政策上どのようなことで悩ん
でいるのかということを共有するようなチャ
ンネルがもう少しあっても良いのではないか
と思いました。

塩川　私も全く同じ意見です。もちろんネッ
トで色々と拝見できるというのは、もう隔世の
感があるところですが、他方で法制度の裏側に
は社会制度の違いや考え方の微妙な言語化が
できない部分というのが結構ありまして、そこ
を理解しないと結局理解もずれるというのは
あると思います。それは国際協力も多分同じ
だと思います。まずは対話をして、現地の人が
どういうニーズを持っているのかをしっかり
と踏まえて行っていくことが、長期に見た時に
はやはりお互いにとってハッピーだというこ
とになるかと思います。それは、友田さんや海
野さんが行ってきたブータンでの事業でもま
さにそうだったのではないかと思います。そ
ういう観点からすると、言語、非言語的なもの
も含めて、こういった場で政府だけではなく、
アカデミアも含めて複層的にやっていくこと
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になるのではないかと思います。例えば、気候
変動の問題や、韓国では文化遺産の活用と観光
の区分などの問題がありますので、それらを三
か国で話し合って解決策を模索していくのも
一つの方法だと思いました。

ベク　以前は、国外遺産協力課にて、国外に所
在する韓国文化遺産の返還・保存・管理・活
用に関する問題を担当していました。そのよ
うな業務を実施するにあたって必要なことは、
まず第一に、相手国の立場から見て、国家遺産
庁が信頼できるパートナーであるという理解
を得ること。そして第二段階として、国家遺産
庁が韓国の遺産に関して専門的な知識を持っ
ているという点を基に、相手国とその知識を共
有しながら、遺産の保存・管理に向けた協力関
係を築いていくことでした。結局のところ、協
力の最も根本にあるのは「信頼」だと思います。
ですので、本研究会のように韓国・日本・中国
の三か国が集まって情報を共有する場は、まさ
にそのような信頼を築くための第一段階にな
ると思います。

友田　先ほど、私の最初のコメントに対して海
野さんも仰っていましたが、全く異なる環境、
あるいは体制の中で文化遺産の保護のあり方
を考えることは、国際協力を行う上で必ず直面
する課題です。そういった場面を通じて、自分
たちの文化遺産に対する向き合い方が改めて
問われると思います。今まで当たり前のよう
に行ってきたことが、実は外の世界に出てみる
と決して当たり前ではなく、それに対してきち
んとした説明を求められることがあります。
このように、自分たちの普段やっていることを
客観視して、対外的にしっかりと説明できるよ
うにするというのは、なかなか得られない機会
だと思います。そういう点でも、国際協力を続
けていく意義は非常に大きいと思っています。
　それから、文化遺産国際協力をなぜ行うのか
という話を最初に少ししましたが、当然、国際
社会でのプレゼンスの向上や国威発揚という
観点から言えば、何かシンボリックなものを修
復して終わり、ということでもある程度効果は
あると思います。しかし、中長期的な意味合い
を考えると、先ほどの信頼関係という部分も含

めて、いかに現地の人とプロセスを共有しなが
ら進めていくかが非常に重要だと思います。
保存の持続可能性という観点も踏まえれば、い
つまでも未来永劫に協力し続けることはでき
ませんし、それはある種エゴイスティックな行
為になってしまうかもしれません。現地の人々
の考えを尊重しながら、そこにふさわしい保存
のあり方を見つけ出していく作業のお手伝い
をするというスタンスが重要だと思います。
これに関しては、カンボジアなどで仕事をして
いても、最近はどの国も人材育成にかなり気を
配るようになってきましたが、日本の協力では
早い段階からそういう部分に気を遣ってきた
という自負を持っています。韓国や中国も研
修の提供など様々な形で人材育成面の協力を
されていますので、この点についての問題意識
はある程度共有されているのではないかと思
います。また、日中韓に限らず、そういった部
分で協力しながら一つの国に対して臨んでい
くというような形ができれば、素晴らしいと思
います。
　もう一つ、コンソーシアムの立場から言わせ
ていただくと、これも何年も話をしていてなか
なか実現していないことですが、我々は国の行
政の一部として国際協力を行っている立場な
ので、国レベルの方とお付き合いをする機会が
圧倒的に多いのです。しかし、先ほど出てきた
地方の問題やコミュニティとの連携を考える
と、国レベルだけでなく、もう少し地方のレベ
ルや、民間、コミュニティの人たちと、どのよ
うに関わっていくかを考える必要があると思
います。またそのためには、日本国内で、また
韓国や中国でも同様かもしれませんが、様々な
形で国内の文化財の保護あるいは活用に関
わっているステークホルダーやプレイヤーを
国際協力の枠組みの中にもっと巻き込んでい
くべきではないかと思います。例えば、自治体
の方同士の交流や、NGOの活動は中国では難
しいのかもしれませんが、そういった方々同士
の交流が、国と国との関係を超えて、協力関係
の発展につながることが期待されるところで
す。

海野　最後に、私から一言申し上げたいと思い
ます。皆さんのお話を伺って、この近年の法改

正がほぼ同じ時期に三カ国でそれぞれ起こっ
ているということこそ、象徴的であると私は考
えています。法律はもちろん理念に基づくも
のですが、実質的な課題への対応という観点か
らも改正が行われたのだと思います。さらに
言えば、文化遺産に限らずですが、おそらく現
代社会全体が既存のルールにどう対応してい
くかということに終始しがちです。しかし、そ
れだけではなく、より良い社会にするためにど
うルール自体を作り上げていくかを考えるこ
とが重要です。そのような動きが各国で起こっ
ているということは、私個人としては、逆に勇
気が出ることだと思います。
　もう一つは、パクさんのお話にもあったよう
に、未来から見たときにどう見えるかという観
点は、やはり私たちが今、非常に問われている
ところだと思います。この10年、20年の間に
しっかり守らなかったために、100年後にはそ
れが見られなかったと後から後ろ指を指され
るような時代にはやはりしたくないと、私自身
は現場にいながら常に感じています。やはり、
文化遺産というもの自体が、現実的かつ即物的
なものではなく、それ自体に内在している観念

的な側面も含んでおり、さらに時間軸というも
のを持っているため、その両面で非常に難しさ
を抱えています。一方で、その時間を止めてし
まうともう一度戻すことはできないという課
題があることは、皆さんもご承知かと思いま
す。そうした中で、本日の議論が今後の一つの
土台になり、より花開いていくことを期待し
て、この研究会を閉めたいと思います。登壇者
の皆さん、どうもありがとうございました。
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　文化遺産国際協力コンソーシアムの副会長
を務めております、青木と申します。本日は皆
さん長い間ありがとうございました。文化遺
産の国際協力を実施するうえで対象国の法律
を抜きに行うことはできませんので、とても重
要な課題を背負わされた気がしております。 

　本日は日中韓の三カ国における文化遺産関
連の法律が改正されたことが報告されました。
ただし、これは東アジアだけの話ではなく、ベ
トナムでも同じような動きが見られます。ベ
トナムでは、2024年11月に文化遺産法の改正
案が国会で可決され、2025年7月1日に施行さ
れています。ヨーロッパの状況については分
かりかねますが、アジア全体でそのような文化
遺産関連の法改正の流れがあるのではないか
と認識しています。世界遺産条約や無形文化
遺産条約の影響を受けて、多様性や持続可能性
といったキーワードで象徴されるようなグ
ローバルな問題と、先ほど頻繁に出てきたコ
ミュニティ参画などの各国レベルでの問題に
それぞれ対応していく必要があります。本日
は、特に行政の立場で法律を立案して、その施
行規則を作成して実施する方々の苦労につい
てお聞かせいただきましたが、これは国際協力
とも無関係ではありません。国際協力の際に
は、被援助国の関連法を無視して行うことはで
きません。ですので、このような各国の文化遺
産制度について、皆さんと情報共有できるよう
な機会を今後も設けていければと考えており
ます。閉会挨拶にはなっていませんが、本日の
話を聞いて、そのようなことを感じました。 

　それでは、本日ご講演いただいた、塩川達大
さん、杜暁帆さん、ベク・ヒョンミンさん、パ
ク・ヒョンビンさんにお礼を申し上げます。
どうもありがとうございました。拍手をもっ
て終わりたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。 

青木 繁夫 （あおき しげお）
文化遺産国際協力コンソーシアム副会長

閉会挨拶 
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